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平成２６年６月１２日判決言渡 

平成２５年（ネ）第１００６７号 不正競争行為差止等請求控訴事件 

（原審・東京地裁平成２１年（ワ）第４０５１５号事件，同平成２２年（ワ）第１

２１０５号事件，同第１７２６５号事件） 

口頭弁論終結日 平成２６年３月１３日 

判         決 

      

       控 訴 人         Ｘ１          

       訴訟代理人弁護士   小   倉   秀   夫 

 

       控 訴 人   メディアフォース株式会社 

 

      

       控 訴 人         Ｘ２ 

      

       控 訴 人   M e d i a f o r c e 株 式 会 社 

 

       上記３名訴訟代理人弁護士 

                  小   川   憲   久 

       同          山   田   基   司 

      

       被 控 訴 人   任 天 堂 株 式 会 社 

        

       訴訟代理人弁護士   青   柳   昤   子 

       同          粟   田   英   一 

       同          平   井   佑   希 
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主          文 

１ 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。 

２ 控訴費用は，これを２分し，その１を控訴人Ｘ１の，その余を控

訴人メディアフォース株式会社，控訴人Ｘ２及び控訴人Ｍｅｄｉａ

ｆｏｒｃｅ株式会社の各負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 控訴人Ｘ１の控訴の趣旨 

 (1) 原判決のうち，被控訴人の控訴人Ｘ１に対する請求について，同控訴人の敗

訴部分を取り消す。 

 (2) 被控訴人の控訴人Ｘ１に対する請求をいずれも棄却する。 

 (3) 訴訟費用は，第１審，第２審を通じて，被控訴人の負担とする。 

 ２ 控訴人メディアフォース株式会社，控訴人Ｘ２及び控訴人Ｍｅｄｉａｆｏｒ

ｃｅ株式会社の控訴の趣旨 

 (1) 原判決のうち，被控訴人の控訴人メディアフォース株式会社，控訴人Ｘ２及

び控訴人Ｍｅｄｉａｆｏｒｃｅ株式会社に対する請求について，同控訴人らの敗訴

部分を取り消す。 

 (2) 被控訴人の控訴人メディアフォース株式会社，控訴人Ｘ２及び控訴人Ｍｅｄ

ｉａｆｏｒｃｅ株式会社に対する請求をいずれも棄却する。 

 (3) 訴訟費用は，第１審，第２審を通じて，被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は，① 携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録され

た記録媒体を販売している被控訴人（原審原告）が控訴対象外の原審原告らととも

に，有限会社シーフォートジャパン（以下「シーフォート」という。），株式会社マ

ジカルカンパニー（以下「マジカル」という。）及び控訴人Ｘ１（以下「控訴人Ｘ１」

という。シーフォート，マジカル及び控訴人Ｘ１を併せて「シーフォートら」とい
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うことがある。）が別紙物件目録記載１の各製品（以下「シーフォートマジコン」と

いう。）を，控訴人メディアフォース株式会社（以下「控訴人メディア」という。）

及び控訴人Ｍｅｄｉａｆｏｒｃｅ株式会社（以下「控訴人Ｍｅｄｉａ」という。）が

別紙物件目録記載２の各製品（以下「メディアマジコン」という。また，別紙物件

目録記載１及び２の各製品を併せて「本件ＤＳ用マジコン」という。）を，輸入・販

売等したところ，当該行為は不正競争防止法（以下「法」という。）２条１項１０号

に掲げる不正競争に該当するとして，法３条に基づき，シーフォート，マジカル及

び控訴人Ｘ１に対してシーフォートマジコンの，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄ

ｉａに対しメディアマジコンの，譲渡，輸入等の差止め及び廃棄を求め，② 被控

訴人が，上記の者らは本件ＤＳ用マジコンを輸入・販売等したところ，当該行為は

平成２３年法律第６２号による改正前の不正競争防止法（以下「旧法」という。）２

条１項１０号に掲げる不正競争に該当するとして，(i) シーフォート，マジカル及

び控訴人Ｘ１に対し，法４条，民法７０９条，会社法４２９条１項，民法７１９条

に基づき，損害金●（省略）●円又は●（省略）●円の一部である５７３７万５０

００円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２１年１２月１１日（マジカ

ルに対する原審訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合に

よる遅延損害金の連帯支払，(ii) 控訴人メディア，控訴人Ｘ２（以下「控訴人Ｘ２」

という。）及び控訴人Ｍｅｄｉａ（以下，控訴人メディア，控訴人Ｘ２及び控訴人Ｍ

ｅｄｉａを併せて「控訴人メディアら」ということがある。）に対し，法４条，民法

７０９条，会社法４２９条１項，６５３条，民法７１９条に基づき，損害金●（省

略）●円又は●（省略）●円の一部である３８２５万円及びこれに対する不法行為

の後の日である平成２２年４月２５日（控訴人Ｍｅｄｉａに対する原審訴状送達の

日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払

をそれぞれ求めた事案である。 

 

 ２ 原判決は，① (i) 被控訴人の差止請求については，マジカル及び控訴人Ｘ
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１に対しシーフォートマジコンの譲渡，輸入等の差止め，控訴人Ｍｅｄｉａに対し

メディアマジコンの譲渡，輸入等の差止めを求める限度で理由があるが，その余は

理由がなく，(ii) 廃棄請求については，これらの者が本件ＤＳ用マジコンを保有

していることを認めるに足りる証拠がないから，理由がない，②損害賠償請求は，

(i) マジカル及び控訴人Ｘ１に対し，マジカルに対する損害金合計●（省略）●円

と控訴人Ｘ１に対する損害金●（省略）●円（うち●（省略）●円の限度で連帯）

の各一部である５７３７万５０００円及びこれに対する平成２１年１２月１１日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払，(ii) 控訴

人メディアらに対し，損害金●（省略）●円の一部である３８２５万円及びこれに

対する平成２２年４月２５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延

損害金の連帯支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がないと判断して，

これらの限度で被控訴人及び控訴対象外原審原告らの請求を認容し，その余の請求

をいずれも棄却した。 

 これに対して，原審被告らのうち，控訴人Ｘ１及び控訴人メディアらが，被控訴

人のみとの関係で（控訴人メディアらのその余の原審原告らに対する控訴は取り下

げられた。），本件控訴を提起した。なお，原審被告らのうち，マジカルについては

控訴を提起せず，マジカルとの関係では原判決は確定した。控訴人らは，現時点で

は被控訴人に対してのみ控訴を提起しており，その余の原審原告らと原審被告らと

の間でも，原判決は確定した。原審原告らのシーフォートに対する請求はいずれも

棄却されたが，原審原告らは控訴を提起せず，シーフォートとの関係でも原判決は

確定した。また，被控訴人は，原判決が控訴人らに対する廃棄請求を棄却した部分

及び控訴人メディアに対する差止請求を棄却した部分については，不服を申し立て

ていない。 

 ３ 争いのない事実等 

 本件を検討する上で前提となる，当事者間に争いのない事実並びに掲示の証拠及

び弁論の全趣旨により容易に認められる事実は，次のとおりである。 
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 (1) 当事者 

 ア 被控訴人は，トランプ類，娯楽用具及びゲームの製造及び販売等を業とする

株式会社である。 

 イ シーフォートは，平成１４年７月１２日，旅行並びに観光土産品及び電機通

信機械器具の輸出入及び販売等を業とし，控訴人Ｘ１を取締役として設立された有

限会社である。 

 マジカルは，平成２０年２月１３日，インターネットを利用した情報システム及

び通信ネットワークの企画，開発，設計及び運用並びにゲームソフト及び輸入雑貨

の販売等を業とし，Ａを代表取締役として設立された株式会社である。平成２１年

８月２８日に，Ａに代わり，控訴人Ｘ１がマジカルの唯一の取締役になり，代表取

締役に就任した。マジカルは，原審判決の後である，平成２５年９月３０日，株主

総会の決議により解散し，控訴人Ｘ１は，代表清算人に就任した。マジカルについ

ては，同年１２月３１日に清算結了したとして，その旨の登記がされた。（甲２２０，

２２２の１ないし３，２５４） 

 ウ 控訴人メディアは，平成１５年４月１０日，コンピュータ部品の開発，輸出

入及び販売等を業とし，代表取締役を控訴人Ｘ２として設立された株式会社である

が，平成２０年５月３１日，解散し，同年１０月２２日，同月１５日に清算が結了

したとして，その旨の登記をした。 

 控訴人Ｍｅｄｉａは，昭和６２年６月１８日，商号を「株式会社大豊システム」，

飲食店の経営等を業とし，代表取締役をＢとして設立された株式会社であり，平成

１６年２月１日に「有限会社大豊システム」への組織変更を経て，平成１９年８月

１７日に商号を「メディアフォース株式会社」に変更して特例有限会社から通常の

株式会社に移行するとともに，控訴人Ｘ２が代表取締役に就任し，同年９月２６日

に商号を「Ｍｅｄｉａｆｏｒｃｅ株式会社」に変更した。（甲１１１の１ないし７） 

 

 (2) 「ニンテンドーＤＳ」シリーズ及びＤＳカードの販売 
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 被控訴人は，平成１６年１２月から携帯型ゲーム機「ニンテンドーＤＳ」を，平

成１８年３月から携帯型ゲーム機「ニンテンドーＤＳ Ｌｉｔｅ」を，平成２０年か

ら携帯型ゲーム機「ニンテンドーＤＳｉ」を，それぞれ販売し（以下，上記各ゲー

ム機を併せて「ＤＳ本体」という。），ＤＳ本体で実行されるゲーム等のプログラム

（そのうち被控訴人が承認した正規のプログラムを指して，以下「ＤＳプログラム」

という。）が記録されたゲームカード（以下「ＤＳカード」という。）を販売してき

た。（甲１６９の１，１７３，１９４，１９５の２及び５） 

 (3) ＤＳ用マジコンの販売 

 少なくともシーフォート及びマジカルは，シーフォートマジコンを輸入，販売し，

控訴人メディアは，少なくとも別紙物件目録記載２(1)の製品（以下，同記載１(1)

の製品と併せて「Ｒ４」という。また，同１(2)と２(2)の製品を「ＤＳＴＴ」と，

同１(3)の製品を「Ｒ４ｉ」と，同２(3)の製品を「Ｍ３さくら」という。）を販売し，

控訴人Ｍｅｄｉａは，少なくともＭ３さくらを販売していた。 

 (4) 本件ＤＳ用マジコンの使用法 

 マジコンとはマジックコンピュータの略称であり，各種のゲーム機に対応した

様々な種類のものがある（以下，ＤＳ本体に対応したマジコンを指して，「ＤＳ用マ

ジコン」という。）。 

 ＤＳ本体は，本来，ＤＳカードを購入するなどして入手した上で，ＤＳカードを

背面のスロットに挿入し，ゲーム等をすることが想定されていた。ＤＳ本体におい

ては，正規のＤＳカードに記録されたＤＳプログラムのみが起動するような手段が

講じられており，本来，ＤＳカードから複製されたＤＳプログラムが記録された記

録媒体をＤＳ本体に挿入しても，ＤＳ本体は当該プログラムを実行しないようにさ

れていた。 

 本件ＤＳ用マジコンには，いずれもＭｉｃｒｏＳＤカードを挿入することができ

るスロットが設けられている。インターネット上のウェブサイトには，何者かによ

ってＤＳカードから抽出されたと思われるゲーム等のデータが多数アップロードさ
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れている。これらのデータをダウンロードした上で，ＭｉｃｒｏＳＤカードにコピ

ーし，当該ＭｉｃｒｏＳＤカードを本件ＤＳ用マジコンのスロットに挿入し，さら

に，本件ＤＳ用マジコンをＤＳ本体のスロットに挿入することで，ダウンロードし

たデータによってゲーム等を行うことができる。（甲１ないし４，５の１・２，６，

８ないし２２，４５，１４９） 

 ４ 争点 

 本件の主な争点は次のとおりである。 

 (1) 法２条１項１０号，旧法２条１項１０号の不正競争の存否について 

 ア 本件ＤＳ用マジコンが，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げ

ることによりプログラムの実行を可能とする機能を有するか   （争点１－１） 

 イ 本件ＤＳ用マジコンが，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げ

る機能以外の機能を併せて有するか（法２条１項１０号）    （争点１－２） 

 ウ 本件ＤＳ用マジコンが，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げ

る機能のみを有するか（旧法２条１項１０号）         （争点１－３） 

 (2) 差止請求・廃棄請求について 

 控訴人らの不正競争によって被控訴人の営業上の利益が侵害され，又は侵害され

るおそれがあるか                        （争点２） 

 (3) 損害賠償請求について 

 ア 控訴人らが不正競争によって被控訴人の営業上の利益を侵害したか                               

                                （争点３） 

 イ 控訴人Ｘ１及び控訴人Ｘ２に故意・過失や悪意・重過失があるか 

                                （争点４） 

 ウ 被控訴人が受けた損害の額                 （争点５） 

 (4) 権利濫用について 

  被控訴人の差止め及び損害賠償の請求が権利濫用に該当するか  （争点６） 

第３ 争点に関する当事者の主張 
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 １ 本件ＤＳ用マジコンが，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げ

ることによりプログラムの実行を可能とする機能を有するか（争点１－１）につい

て 

 （被控訴人の主張） 

 (1) 技術的制限手段の意義 

 法２条７項にいう，技術的制限手段とは，①電磁的方法によりプログラムの実行

を制限する手段であって，②視聴等機器が特定の反応をする信号を，③プログラム

とともに記録媒体に記録する方式のものをいう。 

 法２条７項にいう「技術的制限手段」は，立法の経緯に鑑みても，また，２条７

項の文言上も，「検知→可能方式」（特定の信号とともに記録されたプログラムのみ

を実行可能とし，特定の信号を有しないプログラムを実行不能とすることでプログ

ラムの実行を制限するもの）が含まれることは明白である。平成１１年法律第３３

号による改正（以下「平成１１年改正」という。）は，コンテンツの提供に関与する

事業者の利益を保護するために，プログラムと共に記録される特定の信号と同一の

信号を有することにより複製されたプログラムの実行を可能とするＭＯＤチップの

譲渡等を規制する目的で行われたことや立法者の意思を考慮すれば，視聴等機器が

ある信号を受信するとプログラムを実行しないこと（検知→不能方式）だけでなく，

視聴等機器がある信号を受信するとプログラムを実行すること（検知→可能方式）

も，同項にいう「特定の反応」に当たる。 

 (2) ＤＳ本体における技術的制限手段 

 ア ＤＳ本体の動作モード 

 ●（省略）● 

 イ 特定信号 

 ＤＳ本体が法２条７項にいう特定の反応をする信号（以下「特定信号」というこ

とがある。）としては，次の特定信号１ないし特定信号４がある。 

 ●（省略）● 



	

 ウ 特定信号１ないし４の技術的制限手段への該当性 

 これらの特定信号１ないし４がＤＳプログラムとともにＤＳカードに記録されて

いるから，これらは技術的制限手段に該当する。 

 (3) 本件ＤＳ用マジコンの動作 

 ア 特定信号に関して 

 ●（省略）● 

 イ ローダプログラムの動作について 

 本件ＤＳ用マジコンには，ローダプログラムが記録されており，このローダプロ

グラムがＤＳカードの技術的制限手段を回避する動作をしている。 

 ローダプログラムが組み込まれたマジコン本体が，法２条１項１０号にいう「営

業上用いられている技術的制限手段・・・により制限されている・・・プログラム

の実行・・・を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有

する装置」に該当し，ファームウェアその他の自主制作プログラムや違法コピープ

ログラム等が記録されたＭｉｃｒｏＳＤカードと併せて同号括弧書きにいう「当該

装置を組み込んだ機器」に当たる。また，ローダプログラムが，同号にいう「営業

上用いられている技術的制限手段・・・により制限されている・・・プログラムの

実行・・・を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有す

るプログラム」に該当し，ローダプログラムを記録した本件ＤＳ用マジコンは，同

号にいう「・・・を記録した記憶媒体若しくは記憶した機器」に当たる。さらに，

ローダプログラムとＭｉｃｒｏＳＤカード内に記録されたファームウェアその他の

自主制作プログラムや違法コピープログラム等を併せて，同号括弧書きにいう「当

該プログラムが他のプログラムと組み合わされたもの」に当たり，これらが記録さ

れたＭｉｃｒｏＳＤカードが挿入されたマジコンも，同号にいう「・・・を記録し

た記録媒体若しくは記憶した機器」に当たる。 

 ウ 自主制作プログラム等について 

 違法コピープログラムの実行も自主制作プログラム（ファームウエアも含む）の
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実行も，「検知→可能方式」という技術的制限手段を回避することにより，「検知→

可能方式」という技術的制限手段のもとでは実行が制限されていたプログラムの実

行を可能にするという意味で，機能は同一である。ファームウェア等の設計により，

違法コピープログラムの実行に用いるのか，メディアプレーヤープログラム等の実

行に用いるのかは，当該機能の用途の選択にすぎない。 

 Ｍ３さくらの公式ファームウェアは，違法コピープログラムを実行しないと称し

ているが，Ｍ３さくらにおいても，技術的制限手段を無効化することで公式ファー

ムウェア等のプログラムを実行しているのであるから，他のＤＳ用マジコンと変わ

るところはない。 

 エ 営業上用いられていること 

 ＤＳ本体における技術的制限手段は，ＤＳカードを購入させるために用いられて

いる。また，被控訴人や株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（以下

「ソニー」という。）が互換性のないゲーム機をそれぞれ開発して販売している現状

において，ゲームソフトの販売を申し入れたソフトウエアの製作販売業者からライ

センス料を得てＤＳカードに前記各信号を記録することを許諾することが優越的な

地位を濫用したり取引を不当に妨害したりすることにはならないから，これらの技

術的制限手段は，適法な営業に用いられている。そうすると，これらの技術的制限

手段は，営業上用いられているものに当たる。 

 （控訴人Ｘ１の主張） 

 (1) 法２条１項１０号と同条７項の「プログラム」について 

 法２条１項１０号は，「営業上用いられている技術的制限手段・・・により制限さ

れている・・・プログラム（①）の実行・・・を当該技術的制限手段の効果を妨げ

ることにより可能とする機能を有する装置・・・を譲渡・・・する行為」を不正競

争行為と規定している。ここで用いられている「技術的制限手段」との用語は，同

条７項で，「電磁的方法・・・により・・・プログラム（②）の実行・・・を制限す

る手段であって，視聴等機器・・・が特定の反応をする信号を・・・プログラム（③）
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とともに記録媒体に記録・・・する方式・・・によるものをいう」と定義している。 

 ②のプログラムと③のプログラムは同一のものを指していると解するのが素直で

ある。また，②のプログラムの実行と，①のプログラムの実行は同一ものを指して

いるとするのが素直である。だとすれば，①のプログラムと③のプログラムも同一

のものであるとならざるを得ない。 

 本件において，特定信号１ないし４とともに記録媒体に記録されているプログラ

ムとは，ＤＳプログラムであるから，特定信号１ないし４によりその実行が制限さ

れる「プログラム」もまたＤＳプログラムである。さらに，法２条１項１０号によ

りその実行を可能とする機能を有する装置の譲渡等が不正競争行為とされる前記の

「プログラム」もまたＤＳプログラムに他ならない。したがって，特定信号１ない

し４とともに記録媒体に記録されているわけではない自主作成のプログラムの実行

を可能にすることは，技術的制限手段の効果を妨げることに当たらない。 

 また，上記の「プログラム」に自主制作されて実行等が制限されていないプログ

ラムを含めることは，憲法２１条１項に違反する。 

 (2) 「検知→可能方式」が技術的制限手段に含まれないこと 

 平成１１年改正に至る立法段階の議論や改正担当者による当時の解説を見ても，

平成１１年改正が「検知→可能方式」をも保護の対象とすることは明確に意識され

ていたわけではない。当時の認識としても，ＭＯＤチップは，コピープロテクトを

回避するための部品，あるいは，コピーされたＣＤによってゲームを勝手にするこ

とができるようにするための部品と認識されており，自主制作コンテンツの視聴又

は実行を可能にするものとして位置づけられていたわけではない。「のみ」要件を撤

廃した平成２３年改正の際にも，ゲーム機器メーカーによるプラットフォームの囲

い込みを保護するものではないことが確認されているから，平成１１年改正はなお

さら「検知→可能方式」を保護するものではない。 

 「検知→可能方式」においては，制約を課す主体は，「映像，音又はプログラムを

提供する者」ではなく，視聴等機器を提供する者である。平成１１年改正により法
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２条１項１０号を新設した趣旨は，「コンテンツの視聴・使用に対する対価徴収の確

保や無断コピーの防止」をすることで，コンテンツ提供者の営業上の利益を守るこ

とにあった。「検知→可能方式」が法２条１項１０号の対象となるとすると，コンテ

ンツを提供する者は，特定の視聴等機器上で自らのコンテンツを視聴，実行又は記

録することができるようにしてもらうために，視聴等機器の提供者に多額の上納金

を支払うことを余儀なくされ，かえってコンテンツ提供者の営業上の利益が害され

る結果となる。また，「検知→可能方式」は，視聴等機器の開発コストの回収機会を

確保するものであるところ，視聴等機器の開発コストの回収を確保することは平成

１１年改正の目的とするところではない。 

 (3) 特定の反応をする信号について 

 法２条７項にいう「信号」により視聴等機器がする「特定の反応」は，信号とと

もに記録媒体に記録されたプログラムの実行又は記録を制限する手段であることが

予定されている。被控訴人の主張する特定信号１ないし４により生じるＤＳ本体の

反応は，いずれも当該信号とともに記録媒体に記録されたプログラムの実行を制限

するものではない。したがって，これらの信号は，法２条７項にいう「特定の反応

をする信号」には該当しない。 

 (4) 技術的規制手段を付する主体について 

 「技術的制限手段」によるプログラムの実行等の制限は，当該プログラムの流通

等について一定の権限を有する者によって付されることが必要である。自主制作プ

ログラムについては，その流通について一定の権限を有する者によって「技術的制

限手段」が付されたものではないから，プログラムの実行等が技術的制限手段によ

って制限されているとはいえない。 

 (5) 営業上用いられることについて 

 仮に被控訴人の主張する「検知→可能方式」が技術的制限手段に当たるとしても，

この方式は，パソコンやＣＤプレイヤー等とは異なり，被控訴人にライセンス料を

支払わずに自主制作されたプログラムの実行をも制限する手段であり，最も市場占
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有率の高い被控訴人がソフトウエアの製作販売業者に対して優越的な地位を濫用し

たり取引を不当に妨害したりすることに用いられているから，独占禁止法１９条で

禁止する不公正な取引方法に該当するもので，公序良俗に反するものである。そう

すると，上記方式は，適法な営業に用いられていないから，営業上用いられている

ものに当たらない。 

 （控訴人メディアらの主張） 

 (1) 法２条１項１０号と同条７項の「プログラム」 

 「技術的制限手段」とは，「電磁的方法によりプログラム（①）の実行を制限する

手段であって，視聴等機器が特定の反応をする信号をプログラム（②）とともに記

録媒体に記録媒体に記録する方式のもの」をいう（法２条７項）。ここで，①のプロ

グラムと②のプログラムは，同一条文中の同一文言である以上同一のプログラムを

指すと解すべきである。 

 法２条１項１０号においては，技術的制限手段により制限されている前記①，②

のプログラムの実行を技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とすることが

禁止されているものである。 

 Ｍ３さくらにおけるメディアプレーヤーのプログラムを始めとして自主制作のプ

ログラムは，ＤＳカードの販売者が不正な実行をプロテクトするために制限を加え

たプログラム（すなわち前記①，②のプログラム）ではない。 

 (2) 「検知→可能方式」について 

 法２条１項７号の技術的制限手段とは，保護対象であるプログラムの実行を制限

する手段で，当該手段として機能する特定の信号が当該プログラムとともに記録媒

体に記録されているものをいうのであって，保護対象は特定信号が付加記録された

プログラムであって，「検知→可能方式」の仕組みではない。 

 また，平成１１年改正による旧法２条１項１０号の立法趣旨は，コンテンツ提供

事業者が技術的制限手段を付して守ろうとするコンテンツの対価としての利益が，

その技術的制限手段を無効化する機器により侵害されることを防止するところにあ
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る。これに対して，技術的制限手段の付されていない自主制作ソフトは，コンテン

ツ提供事業者が技術的制限手段を付して守ろうとする利益の対象ではない。 

 (3) 特定信号１ないし４について 

 被控訴人の主張する特定信号１ないし４は，ＤＳ本体を起動するための信号であ

り，ＤＳカードに格納されているゲームプログラム自体の起動には直接かかわって

いない。ＤＳ本体は特定信号１ないし４が与えられれば，ＤＳカードの有無を問わ

ずに起動し，保護されるべきＤＳカード内のゲームプログラムの存在は不要となる。

そうすると，特定信号１ないし４は，ＤＳ本体とＤＳカードとの間の通信を確立さ

せるプロトコルにすぎず，ＤＳプログラムを起動させる信号ではないから，控訴人

の主張する各信号をプログラムと共に記録媒体に記録する方式は，技術的制限手段

に当たらない。 

 ２ 本件ＤＳ用マジコンが，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げ

る機能以外の機能を併せて有するか（法２条１項１０号）（争点１－２）及び本件Ｄ

Ｓ用マジコンが，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げる機能のみを

有するか（旧法２条１項１０号）（争点１－３）について 

 （控訴人Ｘ１の主張） 

 自主制作されて実行等が制限されていないプログラムは，法２条１項１０号にい

う「営業上用いられている技術的制限手段・・・により制限されている・・・プロ

グラム」に当たらない。したがって，本件ＤＳ用マジコンは，ＤＳ本体で自主制作

されて実行等が制限されていないプログラムの実行も可能とする機能を併せて有す

るものであって，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げる機能のみを

有するものではない。 

 （控訴人メディアらの主張） 

 Ｍ３さくらは，ＤＳ本体におけるＤＳプログラム以外の動画や音楽の再生も可能

とする機能を併せて有する。Ｍ３さくらは，違法なウェブサイトから非公式ファー

ムウェアをダウンロードすることにより，ＤＳ本体でダウンロードしたＤＳプログ
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ラムの実行を可能とするようになるが，上記非公式ファームウェアは，Ｍ３さくら

の発売から数か月後に無関係の第三者によって開発されたもので，その存在が広く

知られていないから，ＤＳ本体におけるプログラムの実行を可能とする機能を有し

ているとはいえない。 

 したがって，Ｍ３さくらは，ＤＳ本体におけるプログラムの実行を営業上用いら

れている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能以外の機能を併

せて有するものであって，当該機能のみを有するものではない。このことは，平成

２３年法律第６２号による法の改正（以下「平成２３年改正」という。）がＭ３さく

らを規制する意図で行われたことからも明らかである。 

 （被控訴人の主張） 

 違法コピープログラムの実行もファームウェアやメディアプレーヤーも含む自主

制作プログラムの実行も，「検知→可能方式」という技術的制限手段を回避すること

により，「検知→可能方式」という技術的制限手段のもとでは実行が制限されていた

プログラムの実行を可能にするという意味では全く同一の機能である。 

 したがって，本件ＤＳ用マジコンは，ＤＳ本体におけるプログラムの実行を技術

的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有するものであり，そ

れ以外の機能を併せて有するものではない。 

 ３ 控訴人らの不正競争によって被控訴人の営業上の利益が侵害され，又は侵害

されるおそれがあるか（争点２）及び控訴人らが不正競争行為によって被控訴人の

営業上の利益を侵害したか（争点３）について 

 （被控訴人の主張） 

 控訴人Ｘ１は，シーフォート及びマジカルと共同してシーフォートマジコンを譲

渡し，また，譲渡し，輸入し，又は譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのため

に展示し，輸入しようとしている。控訴人Ｘ１に関する各種の外形的事実を総合す

れば，控訴人Ｘ１は単なる従業員ではなく，輸入販売に主体的に関与しているもの

である。 
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 また，控訴人メディアと控訴人Ｍｅｄｉａは共同してメディアマジコンを譲渡し，

また，譲渡し，輸入し，又は譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示

し，輸入しようとしている。 

 控訴人メディアは，平成２０年１０月に清算結了の登記をしたが，インターネッ

ト上のウェブサイト「Ａｓｉａｎ．ｎｅｔ」や「Ｍ３ ＦＬＡＳＨ」を通じて，Ｍ３

さくら等を販売しており，営業活動を継続している。そして，控訴人メディアは，

控訴人Ｍｅｄｉａとの間で商号や目的，役員構成，●（省略）●の営業拠点とその

電話番号，ファクシミリ番号を同じくしたり，控訴人Ｍｅｄｉａに対して●（省略）

●の本店を引き継がせたりしているのであって，かかる行為は両控訴人らの損害賠

償債務等の免脱を目的とした会社制度の濫用であり，両控訴人らは，信義則上，被

控訴人に対して別人格であることを主張することができない。 

 控訴人メディアは，知られた債権者である被控訴人に債権を申し出るべき旨を催

告しなかったから，清算手続は完了していない。 

 （控訴人Ｘ１の主張） 

 被控訴人の主張は否認する。シーフォート及びマジカルがシーフォートマジコン

を輸入・販売したことは認めるが，控訴人Ｘ１が個人でシーフォートマジコンを輸

入・販売したことはない。控訴人Ｘ１は，中国出身の中国人であり，日本語の能力

も不十分であるから，マジカルの従業員としてこれらの製品の譲渡等を手伝ったこ

とがあるだけで，マジカルと独立して，自ら主体的に譲渡等したことはない。法人

が経営する店舗における商品販売行為の主体は当該法人であって，その手足として

販売活動の一端を担ったにすぎない従業員等は販売行為の主体たり得ないというべ

きである。 

 現在は本件ＤＳ用マジコンを輸入することができない上，平成２３年改正で刑事

罰も導入されたから，控訴人Ｘ１は，本件ＤＳ用マジコンを譲渡などする予定はな

い。 

 （控訴人メディアらの主張） 
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 被控訴人の主張は否認又は争う。控訴人メディアは，Ｒ４やＤＳＴＴを譲渡して

いたが，平成２０年５月１５日に営業を停止した後は譲渡していないし，平成２０

年５月に解散し，同年６月に発売されたＭ３さくらを譲渡も輸入もしたことがない。

控訴人Ｍｅｄｉａは，Ｒ４やＤＳＴＴを譲渡も輸入もしたことがないし，平成２１

年１０月１６日からはＭ３さくらを譲渡も輸入もしていない。本件ＤＳ用マジコン

は，現在販売されている「ニンテンドーＤＳ」シリーズでは起動しない上，平成２

３年改正で刑事罰も導入されたから，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａは，本

件ＤＳ用マジコンを譲渡などする予定はなく，在庫もない。 

 インターネット上のウェブサイト「Ａｓｉａｎ．ｎｅｔ」は，控訴人メディアの

清算を受け，控訴人Ｍｅｄｉａが引き継いだし，ウェブサイト「Ｍ３  ＦＬＡＳＨ」

は，控訴人メディアの清算後の更新はなく，控訴人メディアは，営業活動を継続し

ていない。控訴人メディアと控訴人Ｍｅｄｉａは，いずれも小規模な会社であるた

めに類似点が多いだけであって，別人格である。 

 また，控訴人メディアや控訴人Ｍｅｄｉａは，登記され，年度によっても異なる

が９人ないし１７人従業員を雇用し，それぞれの本店所在地に会社実体があり，確

定申告も行っている会社であって，控訴人Ｘ２個人と同一視できるものではあり得

ない。控訴人メディアや控訴人Ｍｅｄｉａと控訴人Ｘ２が同一であるというのであ

れば，日本の会社制度を否定するものである。 

 控訴人メディアは，平成２０年１０月１５日に清算を結了し，同月２２日にその

旨を登記したから，法人格が消滅し，損害賠償債務を負わない。 

 ４ 控訴人Ｘ１及び控訴人Ｘ２に故意・過失や悪意・重過失があるか（争点４）に

ついて 

 （被控訴人の主張） 

 テレビや新聞，雑誌，インターネット等の各種メディアは，ＤＳ用マジコンが譲

渡され始めた平成１７年４月ころから，ＤＳ用マジコンがＤＳ本体におけるプログ

ラムの実行を制限する手段の効果を妨げてＤＳプログラムを含むプログラムの実行
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を可能とすることを紹介していた。このため，控訴人Ｘ１は，マジカルやシーフォ

ートにシーフォートマジコンを輸入・販売させたり，自らシーフォートマジコンを

輸入・販売し，また，控訴人Ｘ２は，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａにメデ

ィアマジコンを輸入・販売させた際に，本件ＤＳ用マジコンがＤＳ本体におけるプ

ログラムの実行を制限する手段の効果を妨げてＤＳプログラムを含むプログラムの

実行を可能とし，これにより，被控訴人の営業上の利益が侵害されることを認識し

ていたか，容易にこれを認識することができた。控訴人Ｘ１はマジカルに，控訴人

Ｘ２は，控訴人メディアや控訴人Ｍｅｄｉａに，本件ＤＳ用マジコンを譲渡させて

はならなかった。 

 したがって，控訴人Ｘ１及び控訴人Ｘ２は，いずれも被控訴人の営業上の利益を侵

害したことについて故意又は過失があり（法４条，民法７０９条），また，取締役又

は清算人としてその職務を行うについて悪意又は重大な過失がある（会社法４２９

条１項，６５３条）。 

 （控訴人Ｘ１の主張） 

 ＤＳ用マジコンは，平成１９年１月から被控訴人がＤＳ用マジコンの販売業者に

対して警告書を多数送付し始めた平成２０年春ころまで，大手家電販売店を含めて

普通に販売されていた。また，平成２１年２月２７日に東京地方裁判所がＤＳ用マ

ジコンの譲渡等を旧法２条１項１０号の不正競争行為に当たるとした判決（平成２

０年(ﾜ)第２０８８６号，同第３５７４５号）を言い渡した後も，違法性について争

いがあったから，控訴人Ｘ１には，違法性を認識する可能性すらなかった。このた

め，控訴人Ｘ１は，本件各ＤＳ用マジコンを譲渡し又はさせることによって，被控

訴人の営業上の利益が侵害されることを認識していなかったし，認識することもで

きなかった。 

 「マジカル上海」のウェブサイトの更新作業はＡが行っており，このことは控訴

人Ｘ１がマジカルの代表者になった後も変わらなかった。マジカルの実質的な代表

者はＡであり，控訴人Ｘ１は名目的な取締役にすぎなかった。 
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 したがって，控訴人Ｘ１は，被控訴人の営業上の利益が侵害されたとしても，こ

れについて故意も過失もなく，また，取締役としてその職務を行うについて悪意も

重大な過失もない。 

 （控訴人メディアらの主張） 

 ＤＳ用マジコンは，平成２０年春ころまで，大手家電販売店を含めて普通に販売

されていた。また，平成２１年２月２７日に東京地方裁判所がＤＳ用マジコンの譲

渡等を旧法２条１項１０号の不正競争行為に当たるとした判決（平成２０年(ﾜ)第２

０８８６号，同第３５７４５号）を言い渡した後も，違法性について争いがあった

から，控訴人Ｘ２には，違法性を認識する可能性すらなかった。このため，控訴人

Ｘ２は，本件各ＤＳ用マジコンを譲渡させることによって，被控訴人の営業上の利

益が侵害されることを認識していなかったし，認識することもできなかった。 

 したがって，控訴人Ｘ２は，被控訴人の営業上の利益が侵害されたとしても，こ

れについて故意も過失もなく，また，取締役又は清算人としてその職務を行うにつ

いて悪意も重大な過失もない。 

 ５ 被控訴人が受けた損害の額（争点５）について 

 （被控訴人の主張） 

 (1) ダウンロード数による損害額の計算 

 被控訴人がＤＳ用マジコンの譲渡によって逸失した利益の額は，被控訴人におけ

るＤＳカード１本当たりの利益の額（●（省略）●円又は●（省略）●円）に，平

成１９年１月以降に代表的な１０のウェブサイトからダウンロードされた対応する

ＤＳプログラムの数（合計●（省略）●本）をそれぞれ乗じて得た額となり，その

額は，別紙逸失利益額一覧表記載のとおり，●（省略）●円となる。 

 ＤＳ用マジコンは，これまでに，日本国内で約２７０万台が販売されている。こ

のうち，平成１９年１月から平成２１年９月までの間に，控訴人Ｘ１は，シーフォ

ート及びマジカルと共同して，シーフォートマジコンを計３３万３９７８台，控訴

人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａは，共同して，メディアマジコンを計６万９６９
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５台譲渡した。 

 したがって，被控訴人は，逸失利益と８％相当額の弁護士費用として，次の計算

式のとおり，控訴人Ｘ１によるシーフォートマジコンの譲渡によって●（省略）●

円の損害を，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａによるメディアマジコンの譲渡

によって●（省略）●円の損害をそれぞれ被った。 

 (計算式) 

 ●（省略）●円×33 万 3978 台／270 万台×1.08＝●（省略）●円 

 ●（省略）●円×6 万 9695 台／270 万台×1.08＝●（省略）●円 

 (2) 年間タイレシオによる損害額の計算 

 仮に被控訴人が前記(1)の損害を被ったと認められないとしても，被控訴人におけ

るＤＳカード１本当たりの利益の平均額は，別紙逸失利益額一覧表記載のとおり，

●（省略）●円を下らない。 

 平成１６年１２月から平成１７年１２月までの間はＤＳ本体が５７０万台，ＤＳ

カードが１８５０万本，平成１８年１月から同年１２月までの間はＤＳ本体が８７

３万台，ＤＳカードが４６７０万本，それぞれ販売されたから，平成１７年におけ

るＤＳ本体１台当たりのＤＳカードの年間販売数である年間タイレシオは３．２４

５本（(1850 万本×12 月／13 月)÷(570 万台×12 月／13 月)），平成１８年における

年間タイレシオは３．２３６本（4670 万本÷(570 万台＋873 万台)）となり，ＤＳ

本体１台につき，年間平均約３．２４本（(3.245 本＋3.236 本)÷2）のＤＳカード

を販売したことになる。テレビゲーム市場は製品価格が安価で不況に強い上，平成

１９年から平成２１年までの間に「ニンテンドーＤＳ」シリーズの販売に影響する

ほどの競合品も現れなかったから，本件ＤＳ用マジコンの譲渡がなければ，年間タ

イレシオは，平成１９年から平成２１年までの間においても，そのまま維持された

はずである。 

 ところが，平成１９年１月から平成２１年９月までの間に控訴人Ｘ１，控訴人メ

ディア及び控訴人Ｍｅｄｉａが本件ＤＳ用マジコンを譲渡したことにより，●（省
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略）●％の市場占有率を有する被控訴人は，ＤＳ本体１台について販売することが

できたはずのＤＳカード約●（省略）●本（3.24 本×33 月／12 月×●（省略）●）

を販売することが確定的にできなくなった。実際，年間タイレシオは，平成１９年

が１．９９６本，平成２０年が１．３１１本，平成２１年が０．９４７本と激減し

た。 

 したがって，被控訴人は，本件ＤＳ用マジコンの販売の開始から平成２１年９月

までの逸失利益と８％相当額の弁護士費用として，次の計算式のとおり，控訴人Ｘ

１によるシーフォートマジコンの譲渡によって●（省略）●円の損害を，控訴人メ

ディア及び控訴人Ｍｅｄｉａによるメディアマジコンの譲渡によって●（省略）●

円の損害をそれぞれ被った。 

 (計算式) 

 ●（省略）●円×●（省略）●本＝●（省略）●円 

 ●（省略）●円×33 万 3978 台×1.08＝●（省略）●円 

 ●（省略）●円×6 万 9695 台×1.08＝●（省略）●円 

 (3) なお，被控訴人は，ウェブサイトの開設者に対し，アップロードされたＤＳ

プログラムを削除要請しているが，すぐに再びアップロードされてしまう上，アッ

プロードをしている者を特定することは不可能であるから，損害の拡大を防ぐべき

注意義務の違反はなく，過失相殺がされるべきでない。 

 （控訴人らの主張） 

 被控訴人の主張は否認又は争う。ＤＳプログラムのダウンロードは，パソコンで

実行する目的や購入したＤＳカードの複製物として保存する目的やこれらのＤＳカ

ードを集約する目的で行われることがあるし，ＤＳ用マジコンを購入した後になお

ＤＳカードを購入する者は多いから，控訴人Ｘ１，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅ

ｄｉａが本件ＤＳ用マジコンを譲渡しなければ，被控訴人がより多くのＤＳカード

を販売することができたということはできない。 

 ウェブサイト上のＤＳプログラムは無料であるのに対し，ＤＳカードの販売価格
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は約５０００円であるから，ダウンロードされたＤＳプログラムの数は，ＤＳ用マ

ジコンが譲渡されなければ販売することができたＤＳカードの数よりもずっと多い

はずである。 

 ダウンロードされたＤＳプログラムの数を表示したウェブサイトは，その数を過

大に表示している上，その本文等が外国語で表記されており，ＤＳカードの表題が

日本語のローマ字表記であったり，ＤＳプログラムが日本語のままであったりして

も，外国人は支障なくこれを実行するから，海外向けのものである。 

 （控訴人Ｘ１の主張） 

 (1) ＤＳカードは，新品より安価な中古品も販売されているし，生活必需品では

ないのであって，シーフォートらが本件ＤＳ用マジコンを譲渡しなければ，被控訴

人がより多くのＤＳカードを販売することができたということはできない。 

 マジカルは，本件ＤＳ用マジコンをせいぜい２０００台譲渡しただけである。被

控訴人が主張する譲渡台数は，推測にすぎない上，年末商戦等の販売時期による調

整が必要である。各種のインターネットオークションで販売していたのは，Ａであ

る。 

 (2) ＤＳカードを購入するのは，毎月２０００円前後の小遣いしかもらっていな

い１０代の子供が多い上，ＤＳ本体の利用者は，毎年平均約１．２本しかＤＳカー

ドを購入しないから，ダウンロードされたＤＳプログラムの数は，ＤＳ用マジコン

が譲渡されなければ販売することができたＤＳカードの数よりもはるかに多いはず

である。 

 (3) 年間タイレシオは，損害賠償を請求する平成１９年から平成２１年までの実

際の本数を用いるべきである。平成１９年２月以降はソニーの販売する携帯型ゲー

ム機「プレイステーション・ポータブル」の普及が進んだから，平成１７年や平成

１８年の年間タイレシオは，ＤＳ用マジコンの譲渡がなければ，平成１９年から平

成２１年までの間において，維持されたとはいえない。 

 (4) 被控訴人は，ＤＳプログラムをアップロードしているウェブサイトの開設者
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に対して公衆送信の差止請求訴訟を提起するなどして損害の拡大を防ぐべき注意義

務を負っていたにもかかわらず，その履行を怠り，損害が拡大したから，大幅な過

失相殺がされるべきである。 

 (5) 被控訴人のＤＳカード販売機会を喪失させた本数は，購入者の本件ＤＳ用マ

ジコンの保有期間に比例すると考えられるから，その総体は積分法によって求めら

れるべきである。 

 (6) 控訴人Ｘ１がマジカルの代表取締役に就任したのは，平成２１年８月２８日

であるから，それ以前に発生した損害については控訴人Ｘ１が取締役としての責任

を問われる理由はない。 

 （控訴人メディアらの主張） 

 (1) ＤＳカードを購入しない者は，ＤＳ用マジコンの存在の有無にかかわらず，

ＤＳカードを購入しないから，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａが本件ＤＳ用

マジコンを譲渡しなければ，被控訴人がより多くのＤＳカードを販売することがで

きたということはできない。 

 また，ＤＳ用マジコンが譲渡されることにより，ＤＳカードの販売価格が高いた

めにＤＳ本体を購入しなかった者も，ＤＳ本体やＤＳカードを購入するようになる

し，ウェブサイト上にＤＳプログラムがアップロードされて宣伝効果が生じたり，

ＤＳカードを購入する者は，ＤＳプログラムをダウンロードして試用した後でも，

なおＤＳカードを購入したりするから，ＤＳカードの販売数は，増加するか，少な

くとも減少はしない。控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａが本件ＤＳ用マジコン

を譲渡したことにより，被控訴人がＤＳカードを販売する機会を確定的に失ったり，

販売することができたはずのＤＳカードを販売することが確定的にできなくなった

りしたとはいえない。 

 (2) ＤＳプログラムをダウンロードするためのウェブサイトに表示されている

数は，実際にＤＳプログラムをダウンロードするためのリンク先をクリックした数

にすぎない。 
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 控訴人メディアはＲ４を８９９１台とＤＳＴＴを１万０８２０台，控訴人Ｍｅｄ

ｉａはＭ３さくらを２万８３８０台，それぞれ譲渡しただけである。 

 (3) 年間タイレシオは，ゲーム機を購入した年に最も多くのゲームソフトを購入

するのが通常であるから，年々減少するのが当然である。むしろＤＳ本体１台当た

りのＤＳカードの累積販売数である累積タイレシオは，年々増加しているから，控

訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａが本件ＤＳ用マジコンを譲渡したことにより，

販売することができたはずのＤＳカードを販売することが確定的にできなくなった

とはいえない。 

 また，平成１９年から平成２１年までの間も，ＤＳカードは販売されていたから，

平成１９年から平成２１年までの年間タイレシオを控除するべきである。 

 (4) 法２条１項１０号及び７項が，視聴等機器の販売者の利益をも守る趣旨であ

ると理解するのであれば，ＤＳカードの販売減少による損害を請求することはでき

ないというべきである。Ｍ３さくらは，公式ファームウェアを利用している限りＤ

Ｓプログラムは実行できないのであるから，Ｍ３さくらの販売と，ＤＳカードの販

売減少との間には，相当因果関係がない。 

 ６ 被控訴人の差止及び損害賠償の請求が権利濫用に該当するか（争点６）につ

いて 

 （控訴人Ｘ１の主張） 

 被控訴人による差止請求ないし損害賠償請求は，被控訴人による私的独占状態を

守る目的に出たものであって，権利の濫用に当たる。すなわち，被控訴人は，ＤＳ

カードの製造委託事業において，独占的な地位に立ち，１枚当たり●（省略）●円

前後という独占利益を享受するとともに，ゲームソフト会社としての被控訴人は，

ＤＳプログラムの開発において，新規参入を意図的に排除し，競争を実質的に制限

することにより，ＤＳプログラムの市場価格を高値で安定させている。ＤＳ本体に

技術的制限手段を施すことは，このような私的独占行為の一環として行われている

ものであって，これを妨げる機能を有する装置の輸入・販売に対して一律に差止請
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求及び損害賠償請求をすることは，裁判所を通じて私的独占状態を守ろうとするも

のであって，権利の濫用に当たる。 

 （控訴人メディアらの主張） 

 被控訴人は大手業者には何らの請求もせず，資力や社会的影響力のない弱小販売

店にのみ訴訟提起をしており，権利の濫用に当たる。 

 （被控訴人の主張） 

 被控訴人の行為は権利濫用に該当するものではない。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 不正競争への該当性について 

 当裁判所は，本件ＤＳ用マジコンの輸入・販売は，法２条１項１０号及び旧法２

条１項１０号の不正競争に該当すると判断する。その理由は次のとおりである。 

 (1) 前提となる事実 

 前記第２，３の争いのない事実等に加えて証拠（甲１ないし４，５の１・２，６，

３７の１・２，３８，４２，４３，４５，１２１ないし１２３，１２８，１４９，

乙ハ１３ないし１６，乙ニ６，１５，３２，３７）及び弁論の全趣旨によれば，次

の各事実が認められる。 

 ア ＤＳ本体及びＤＳカードにおけるセキュリティ動作 

 (ｱ) ＤＳ本体の動作モード 

 ●（省略）● 

 (ｲ) 各モードで行われるセキュリティチェック 

 ●（省略）● 

 イ 本件ＤＳ用マジコンについて 

 (ｱ) 外観や同梱品など 

 Ｒ４とＲ４ｉは，ほぼ同様の外観のパッケージに収められており，パッケージに

は，Ｒ４，Ｒ４ｉのほかにファームウェア等を記録したＣＤ－ＲＯＭ，Ｍｉｃｒｏ

ＳＤカードをパソコンと接続可能とするＵＳＢコネクタ，収納ケース，収納ケース
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に取り付けるストラップが附属している。取扱説明書などは同梱されていない。 

 ＤＳＴＴのパッケージには，ＤＳＴＴのほかにＭｉｃｒｏＳＤカードをパソコン

と接続可能とするＵＳＢコネクタ，収納ケースが附属されているが，取扱説明書な

どは同梱されていない。 

 Ｍ３さくらのパッケージには，Ｍ３さくらのほかにＭｉｃｒｏＳＤカードをパソ

コンと接続可能とするＵＳＢコネクタ，ファームウェアを記録したＣＤ－ＲＯＭ，

取扱説明書が同梱されている。 

 (ｲ) 本件ＤＳ用マジコンの動作 

 ａ 本件ＤＳ用マジコンの構成 

 ●（省略）● 

 ｂ ローダプログラム等の動作 

 本件ＤＳ用マジコンには，いずれもＡＳＩＣ（Application Specific Integrated 

Circuit）と呼ばれる半導体が登載されており，ＤＳ本体の電源を入れると，まずＡ

ＳＩＣに記録されているローダプログラムが起動する。 

 ローダプログラムは，ＤＳ本体とセキュリティに関する通信を行い，所望のプロ

グラムを起動するまでの働きをする。ローダプログラムは，当該起動対象となるプ

ログラムをＭｉｃｒｏＳＤカード内から読み取るように設計されており，Ｍｉｃｒ

ｏＳＤカードに各種動作をするプログラム（ファームウェアを含む。）を記録するこ

とで，これを実行することができる。 

 ●（省略）● 

 (ｳ) ファームウェアについて 

 Ｍ３さくらに同梱されているＣＤ－ＲＯＭに記録されているファームウェアや

「正式ファーム」を利用した場合，ダウンロードしたＤＳプログラムは実行するこ

とができない。もっとも，Ｍ３さくらには，別途「Ｘファーム」あるいは「裏ファ

ーム」と呼ばれるファームウェアがあり，これをダウンロードした上で，Ｍ３さく

らに挿入するＭｉｃｒｏＳＤカードの所定のフォルダに保存すれば，Ｍ３さくらを
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利用してダウンロードしたＤＳプログラムを実行できるようになる。 

 本件ＤＳ用マジコンには，動画や音楽の再生を行う機能や，他のゲーム機のエミ

ュレータ機能，ゲームのパラメータを改変する機能などが備えられているものがあ

る。 

 ファームウェアには，多くのバージョンがあり，対応するＤＳプログラムの種類

などにおいて差異がある。 

 ウ ＤＳプログラムのダウンロードについて 

 インターネット上のウェブサイトには何者かによって正規のＤＳカードから抽出

されたと思われるゲーム等のデータが多数アップロードされている。これらのデー

タでは，正規のＤＳカードに記録されているデータの内，●（省略）●に対応する

部分が欠落している。したがって，ダウンロードしたデータのみでは，ＤＳプログ

ラムを実行することはできない。 

 エ 平成１１年改正の経緯，平成２３年改正の経緯 

 (ｱ) 合同会議報告書 

 平成９年１０月，産業構造審議会に，知的財産政策部会と情報産業部会の合同会

議（以下「合同会議」という。）が設置され，平成１１年２月，審議経過をまとめた

合同会議報告書が発表された。この報告書についての報道発表資料（甲１２３）に

は，次のとおりの記載がある。 

 「Ａ． 情報技術の進展に伴うビジネス環境の変化 

 ・・・ 

 ２．新たな課題の発生 

 ・・・ 

 コンテンツの提供に当たっては，コンテンツの視聴，コピーへの対価の徴収を確

保するために，情報技術を用いたコピーやアクセス（音や映像の視聴，プログラム

の動作をいう。）を管理する技術が施されているが，これらを無効化する行為が広が

りつつある。 
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 例えば，家庭用ゲームソフトウェアでは，正当に購入されたゲームソフトが一般

のＣＤ－Ｒに複製された場合，その複製物をゲーム機に装着しても使用できないよ

うに仕組まれているが，このような仕組みを働かなくするチップが広く販売されて

いる。また，コンテンツが暗号化されている複数の有料衛星放送においても，正当

な対価を支払わずに視聴を可能にする復号化装置がインターネット上で販売されて

いる。 

 結果として，コピーやアクセスを管理する技術自体の進歩が求められるが，この

研究開発や実用化には多大のコスト負担が必要となる。管理技術と不正利用の鼬ご

っこを放置したのでは，コンテンツ流通の発展の障害ともなりかねないため，この

課題を早急に解決する必要がある。」 

 「Ｃ． コンテンツの管理技術の無効化に関する法的規制の在り方について 

 １．管理技術を巡る現状について 

 ・・・ 

 (2) コピー管理技術及びアクセス管理技術について 

 レコード販売等の従来型のものも含めてコンテンツを対価を得て提供する事業

（以下「コンテンツ提供業」）の存立基盤を確保するためには， 

 (a) その管理外でコピーが大量に売買･頒布されるようなことがないこと 

 (b) その提供するコンテンツのアクセスに対する対価徴収が確保されているこ

と 

 が必要不可欠である。・・・」 

 「２．対応に当たっての基本的考え方 

 (1) 無効化機器等販売の問題 

 近時コンテンツに施されるコピー管理技術やアクセス管理技術を無効化する機器

やプログラムが販売されるという事態が発生している。このような事態を看過すれ

ば，コンテンツ提供の際の取引秩序が損なわれ，事業の存立基盤が失われかねない。 

 (2) 技術開発の「鼬ごっこ」 
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 このような事態に対処するため，コンテンツ提供業者等は，コピー管理技術やア

クセス管理技術の高度化に努めている。しかし，いったん既存の無効化機器等に耐

える新しい管理技術が開発されても，程なくこの新しい技術の無効化機器等が発生

する，いわゆる「鼬ごっこ」が生じている。 

 ・・・ 

 (3) 技術開発への悪影響 

 しかし一方で，こうした規制が強すぎる場合には，管理技術の開発努力の減退と

いう悪影響が生ずるとの懸念もある。例えば，仮にパーソナルコンピュータ等汎用

機の販売や管理技術の強度テスト機器の提供が規制されることになれば，コンテン

ツ提供業の基盤を守るための規制が，逆に，コンテンツを楽しむ家庭内の情報処理

機器等の普及や，管理技術の技術進歩を阻害してしまうおそれが強い。 

 ・・・ 

 (5) 結論 

 以上の論点を踏まえ，コピー管理技術及びアクセス管理技術を巡る法規制の在り

方については，次のように対応する必要がある。 

 ○ 将来の成長産業として有望なコンテンツ提供業の発展のために，コピー管理

技術及びアクセス管理技術の無効化機器やプログラムの蔓延を抑制するための法的

ルールを設ける。 

 ○ このため，こうした管理技術の無効化機能を有する機器等の提供を不正競争

防止法上の「不正競争行為」として規定する。 

 ○ 規制の導入に当たっては，コンテンツ取引の契約の実効性を補完するとの目

的を踏まえ，管理技術の開発に悪影響を与えず，また，コンテンツ流通の提供形態

の多様性を確保するため，必要最小限の規制内容にとどめるよう配慮する。」 

 (ｲ) 平成１１年改正の際の報道発表 

 平成１１年改正の改正法を国会に提出した際の報道発表資料には，次のとおりの

記載がある（甲１２８）。 
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 「コンテンツ提供事業の存立を危うくする，管理技術を無効化する迂回機器･プロ

グラムの取引を防止し，公正な競争を維持するため， 

 (a) 使用･コピーの管理技術を無効化する機器･プログラムの販売等の行為を，不

正競争防止法第２条の｢不正競争｣として位置付け， 

 (b) これに対する差止請求，損害賠償請求を， 

 (c) コンテンツ提供事業に関与する者(コンテンツ発送者，機器メーカー等)に認

める。」 

 (ｳ) 国会審議 

 平成１１年改正の国会審議の際には，次のとおりの質疑応答があった（甲３８，

乙ハ１３ないし１６）。 

 「○Ｃ委員・・・不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして，数点質

問をさせていただきたいと思います。 

 ・・・今回の不正競争防止法改正の背景となっている不正な装置やプログラムの

提供の実態について，具体的な事例で御説明をいただきたいと思います。 

○Ｄ政府委員お答え申し上げます。 

 具体的な例を挙げてみろということでございました。三つばかり例を挙げさせて

いただきたいと思います。 

 一つは，家庭用のゲーム機でございます。これは，ゲームのソフトをコンパクト

ディスクの形で販売しておるわけでございますけれども，このコンパクトディスク

自体はパソコンなどで複製をつくることが可能なわけでございます。ただ，ゲーム

メーカーの方では，販売をする正規の製品につきまして，パソコンで複製すること

のできない特殊な信号をつけておるわけです。ゲーム機は，これを探知しましてゲ

ーム機が動くというようなことになっておるわけでございます。 

 他方，こういう信号を検知するゲーム機の機能というのを妨害するようなチップ

が，雑誌等の広告あるいはインターネットなどで売られておりまして，そうなりま

すと，コピーされたコンパクトディスクによりましてゲームを勝手にやることがで



��

きるというようなことになるわけでございます。・・・ 

 したがいまして，ただいまこういう三つの事例を挙げさせていただきましたけれ

ども，これを今度，不正競争防止法によりまして，不正競争ということに位置づけ

まして，差しとめ請求なり損害賠償なりができるようにさせていただく，そういう

ことによりましてデジタルコンテンツ提供業の健全な発展を図ろうということでご

ざいます。 

 ・・・ゲームソフトをただで見られるような，無断でやれるような装置，これを

ＭＯＤチップと言っておりますけれども，これは年間六十万個程度売られているの

ではないかというふうな推計をしております。」 

 「○Ｅ委員 ・・・ここで言うコンテンツ提供事業というのはどういう企業やビ

ジネスが含まれているのか，お尋ねをしたいと思います。 

 ○Ｄ政府委員 今先生のお話がございましたように，私ども，今度の不正競争防

止法の一部改正は，まさにコンテンツ提供事業の健全な発展のための基盤整備とい

うことでお願いをしているわけでございます。 

 コンテンツ提供事業，どんなものがあるかということでございますけれども，音

楽のＣＤとか映画などのビデオとか，あるいはＤＶＤなんかもございます。それか

ら，家庭用のゲームソフトといったものを販売したり，あるいはレンタルといった

ようなこともあるかもしれませんが，そういうビジネスとか，あるいは有料テレビ

放送のように契約者だけに情報を提供するというビジネスといったようなものでご

ざいます。対価を得て音楽や映像といったコンテンツを提供する事業というのを，

我々はコンテンツ提供事業というふうに言っております。・・・」 

 (ｴ) 立法担当者解説 

 平成１１年改正の立法担当者らによる「改正解説」（甲３７の１・２，１２２）に

は次のとおりの記載がある。 

 「第１章 法改正が検討された背景 

 情報関連技術の発展とともに，コンテンツの作成，流通等に係る形態や手法が多
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様化し，コストの削減も進展する中で，様々なメディアを通じて音楽や映像等のコ

ンテンツを提供する事業（以下「コンテンツ提供事業」という）が展開しつつある。 

 しかし，コンテンツ提供事業の存在基盤を揺るがす事態として，コンテンツの不

正利用行為や不正利用を助長する商売が横行しており，早急な対応が求められてい

た。 

 １ 情報関連産業の発展と新たな法的ルールの必要 

 ・・・ 

 ２ コピー管理技術とアクセス管理技術 

 (1) 技術的制限手段の必要性 

 情報関連技術の著しい進展に伴い，消費者の多様な利便性の需要に応える様々な

ビジネスが展開していく中で，特に，ＤＶＤの商品化やインターネットの普及等に

象徴されるように高密度で大容量のデジタル・データを従来より安価に提供するこ

とが可能となってきたことから，アナログ・デジタルを問わず多様なメデイアを通

じてコンテンツ提供事業が急成長している。 

 一方，レコード販売等の従来型のものも含めてコンテンツ提供事業の存立基盤を

確保するためには， 

 ①その管理外でコピーが大量に売買・頒布されるようなことがないこと 

 ②その提供するコンテンツのアクセスに対する対価徴収が確保されること 

が必要不可欠である。 

 また，コンテンツ提供事業においては，音楽，映像等を多数のユーザーに提供で

きるように加工する者，音楽，映像等を視聴するための機器・ソフトを製造する者

等の様々な事業者（コンテンツ提供事業に関与するこれらの事業者をまとめて以下

「コンテンツ提供事業者」という）が連携している。コンテンツ提供事業の利益の

源泉は，消費者のニーズに合った音楽，映像等を収集・販売することであり，優良

な音楽，映像等を収集できることが当該事業を運営する上で極めて重要である。 

 したがって，コンテンツ提供事業者は，優良な音楽，映像等を収集するために，
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音楽，映像等を創作する者からその音楽，映像等を流通させるための手法・システ

ムとして選ばれるよう努力し，他のコンテンツ提供システムと激しく競争を展開し

ている。さらに，この競争は，音楽，映像等の収集の対価などの取引条件をめぐっ

て行われる他，いかに音楽，映像等の保護が図られるかという側面においても行わ

れることとなる。このため，コンテンツ提供事業者は，無断コピーや無断アクセス

を防止する技術を用いて，有体媒体に記録されたコンテンツやネットワーク上で伝

送されるコンテンツに，対価が支払われなければコピーを作成できない，あるいは

視聴等できないように，コピー管理技術やアクセス管理技術（以下併せて「技術的

制限手段」という）を施すようになっており，そのために資金・労力を投入してい

る。」（１９０～１９２頁） 

 「第２章 技術的制限手段及びプログラムに関する定義（第２条第５項，第６項）」 

 「１ 基本的な考え方 

 １ 技術的制限手段の整理 

 Ａ．音楽，映像等の視聴又は記録を制限する手段としては，一定の対価を支払う

者に限りその視聴を物理的に可能とする方法（例：映画館での入場料徴収）も考え

られるが，現状においては電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他の人の知覚

により認識し得ない方法）が用いられるのが通常である。 

 Ｂ．音楽，映像等を提供する事業者が電磁的方法を用いて施している技術的制限

手段については，日夜高度かつ多様な技術開発が進められているところであるが，

現在及び近未来において商用化可能な技術の基本的な仕組みについて，その手段の

使用の仕方の面から整理すると，概ね以下の２通りに整理することが可能である。 

 ①音楽，映像等を視聴（プログラムについては，実行）又は記録を一律に禁止す

るために，その音楽，映像等とともに記録媒体に記録された信号に視聴又は記録に

用いら（れ）る機器が反応する方式。 

 具体的には， 

 ○音楽，映像等が記録部分に伝送されることを止める（ＳＣＭＳ，ＣＧＭＳ） 
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 ○真正なデータを伝送せず，雑音を入れる（不完全な複製を作る；マクロビジョ

ン） 

 ○無許諾記録物が視聴のための機器にセットされても，機器が動かない（ゲーム） 

などがあげられる。 

 ②特定の者に限り，音楽，映像等の視聴又は記録を可能とするために，その音楽，

映像等を一定のルールで変換する方式，又はその音楽，映像等とともに記録媒体に

記録された信号に視聴又は記録に用いられる機器が反応する方式。 

 具体的には，有料衛星放送のスクランブルなどが挙げられる。 

 Ｃ．したがって，今回の改正においては，上記２通りの使用態様に即して，技術

的制限手段が規定されている。」（２４７～２４８頁） 

 「２ 技術的制限手段の具体例と無効化行為の現状」 

 「４ ゲーム系商品 

 (1) ゲームマシンは，日本の３社，ソニー・コンピュータエンタテイメント（Ｓ

ＣＥ），セガ・エンタープライゼズ，任天堂が世界市場で大きなシェアを占めている

が，任天堂は独自形状のＲＯＭカートリッジ，ソニーとセガはＣＤ－ＲＯＭをメデ

ィアに採用している。 

 (2) この世界では，①違法コピーした海賊版ソフトの販売，②ソフトをコピーす

るためのコピーマシンの販売，③ソフトに組み込まれているコピープロテクトを回

避するためのコピープロテクト解除部品の販売，④コピープロテクト解除部品を組

み込んだ改造ゲームマシンの販売などが行われているが，特に日本では，③のコピ

ープロテクトを解除するＳＳ－ＫＥＹ（セガ用），ＭＯＤチップ（ソニー用）といっ

た部品の販売が急増している。・・・」（１９６頁） 

 (ｵ) ＭＯＤチップ 

 平成１１年改正当時に具体例として挙げられているＭＯＤチップとは，ソニー製

の家庭用ゲーム機であるプレイステーション等に対応する無効化機器である。 

 当時，プレイステーション等に対応するゲームソフトは，パソコンでは複製でき
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ない特殊な信号を付して，コンパクトディスクに格納されており，ゲーム機は，こ

の特殊な信号を探知してゲームのプログラムを実行するという技術的手段を用いて

いた。その結果，パソコン等でゲームソフトを複製しても，複製されたコンパクト

ディスクは特殊な信号を欠いているため，ゲーム機で実行することができなかった。 

 ＭＯＤチップをゲーム機に装着することにより，この特殊な信号を欠くためにゲ

ーム機で実行できないはずのパソコン等で複製したプレイステーション等用のゲー

ムソフトだけでなく，自主制作ソフト等も，プレイステーション等で実行すること

ができた。（甲４２，４３，甲１２１） 

 (ｶ) 文化審議会著作権分科会での議論 

 平成２２年９月７日，文化審議会著作権分科会において，内閣官房知的財産戦略

推進事務局が行った説明の中には，次のとおりの文言があった。（乙ニ１５） 

 「１．回避機器規制－対象機器の拡大（「のみ要件」）について－ 

・・・ 

 【実態（例）】 

 ・マジコン等のアクセスコントロール回避機器等の使用実態は，インターネット

から入手できる違法複製ソフトの起動であるが，音楽や映像の再生，自作ソフトの

起動といった回避機能以外の「別の用途」を名目上付して販売しているケースが多

い。また，販売時点では機器その物には回避機能はないが，購入後にインターネッ

ト上で一般的に流通しているファームウェアをダウンロードすることで初めて回避

機器として利用が可能になるケース等もある。」 

 (ｷ) 小委員会報告書 

 平成２３年２月の産業構造審議会知的財産政策部会技術的制限手段に係る規制の

在り方に関する小委員会の報告書（乙ニ３２）には次のとおりの記載がある。 

 「Ⅱ 「のみ要件」の見直しなど技術的制限手段回避装置等の提供行為に係る民

事規定の適正化について 

 １． 問題の所在 
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 ・・・ 

 (2) 現状 

 不正競争防止法第２条第１項第１０号及び第１１号については，平成１１年の同

法改正によって導入されたものであるが，現在，インターネット等の情報技術の進

展とともにコンテンツ侵害の類型が多様化している中，技術的制限手段回避装置等

についても，平成１１年当時には存在しなかった態様のものの流通が相当数認めら

れ，コンテンツ提供事業者の被害を一層深刻なものにしている。 

 具体的には，技術的制限手段を回避する機能の他に，追加的に他の機能が付され

ているために「のみ」要件を欠くと称する装置等が氾濫しており，コンテンツ事業

に甚大な被害を与えていると指摘されている。例えば，使用実態に鑑みれば，その

中核を成す機能はインターネット上から入手できる違法複製ソフトの起動であると

認められるものの，当該機能以外にも，音楽・映像の再生や自作ソフトの起動とい

った別の機能を有していると称する装置等（例えば，マジコン等）が挙げられる。

当該装置等については，その回避機能により技術的制限手段を回避した上で，音楽・

映像の再生や自作ソフトの起動がなされている以上，回避機能「のみ」を有すると

の指摘に対して，実質的に技術的制限手段を回避する以外に用いられないものであ

っても，客観的に違法ソフトの起動以外の他の機能を有するという点において，「の

み」要件を満たさないのではないかとの指摘もなされている。」（５頁） 

 (ｸ) 平成２３年改正の要綱 

 平成２３年改正の要綱（乙ニ３７）には，次のとおりの記載があった。 

 「不正競争の定義に，技術的制限手段の効果を妨げることにより映像の視聴等を

可能とする機能を有する装置等であって当該機能以外の機能を併せて有するものを，

技術的制限手段の効果を妨げることにより映像の視聴等を可能とする用途に供する

ために譲渡する行為等を追加すること。」 

 (ｹ) 平成２３年改正に際しての国会審議 

 平成２３年改正の国会審議の際には，平成２３年改正がプラットフォームの囲い
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込みを保護するものではない旨の答弁がされた。 

 (2) 法２条７項にいう技術的制限手段の意義 

 ア 控訴人らは，法２条７項の技術的制限手段には，ある信号が存在して初めて

あるプログラムの実行や映像や音の視聴が可能になる「検知→可能方式」は含まれ

ない旨を主張し，このことを前提にその主張を展開するので，まずこの点について

検討する。当裁判所は，次のとおり，法２条７項の技術的制限手段に「検知→可能

方式」は含まれると判断する。 

 イ まず，法文の文言から検討する。 

 法２条７項は，「この法律において「技術的制限手段」とは，電磁的方法・・・に

より・・・プログラムの実行・・・を制限する手段であって，視聴等機器・・・が

特定の反応をする信号を・・・プログラムとともに記録媒体に記録・・・する方式

によるものをいう。」と定義されている。同項の文言によれば，前者のプログラムと

後者のプログラムは同一のプログラムであることは要求されていないものと解され

る。すなわち，法２条では，同一の条項中に複数の同一文言が現れ，これらが同一

の対象を指す場合には，「当該」あるいは「その」との文言を付して限定しており（例

えば，同条１項１号の「その商品等表示」，３号の「当該商品」，５号の「その営業

秘密」，１５号の「当該商標」等），このような規定方法は７項と同時に立法された

１項１０号，１１号でも踏襲されている（１０号の「当該装置」，「当該プログラム」，

「当該機能」，「当該技術的制限手段」，１１号の「当該特定の者」）。また，法の他の

条文（例えば，法５条，７条ないし１３条，１８条，１９条，２１条ないし２３条，

２５条，２６条，３０条等）でも同様とされている。このように，法（不正競争防

止法）においては，同一の条項中に複数の同一文言が現れ，これらが同一の対象を

指す場合には，「当該」あるいは「その」との文言を付してこれを明示する形式を比

較的厳格に遵守していることからすれば，前記の法２条７項の文言中の２つのプロ

グラムは，同一のプログラムであることは要求されていないと解するのが合理的で

ある。 
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 このような解釈を前提とするならば，実行が制限される前者のプログラムが，技

術的制限手段とともに記録媒体に記録される後者のプログラムよりも広義である場

合も，法２条７項所定の「技術的制限手段」に該当することとなることから，承認

を受けたプログラムを除きプログラム一般（前者のプログラム）の実行を制限する

ために，技術的制限手段を特定のプログラム（後者のプログラム）とともに記録媒

体に記録するような形態（「検知→可能方式」）も，法２条７項所定の「技術的制限

手段」に含まれるとの結論が導かれることになる。 

 ウ そこで，上記の解釈が，法２条７項の制定過程に照らして，合理的であるか

否かを検討する。 

 (ｱ) 法２条７項及び１項１０号（及び１１号）の制定に際しては，合同会議の報

告書が公表され，コンテンツの提供に当たってコピーやアクセスを管理する技術が

施されているところ，これを無効化する行為が広がりつつあり，これを放置したの

では，コンテンツ流通の発展の障害ともなりかねないとの認識のもとに，コピー管

理技術及びアクセス管理技術の無効化機器や無効化を行うプログラムの蔓延を抑制

するための法的ルールとして，こうした管理技術の無効化機能を有する機器等の提

供を不正競争防止法上の「不正競争行為」として規定することが提言された（前記

(1)エ(ｱ)）。これを受けて，平成１１年改正の改正法が国会提出された際の報道発表

資料では，差止請求や損害賠償請求を，「コンテンツ提供事業に関与する者(コンテ

ンツ発送者，機器メーカー等)に認める。」旨の記載があった（同(ｲ)）。国会審議の

際にも「コンテンツ提供事業」は「対価を得て音楽や映像といったコンテンツを提

供する事業」を意味するとされていた（同(ｳ)）。平成１１年改正が成立後に，立法

担当者らによって執筆された「改正解説」でも，「コンテンツ提供事業においては，

音楽，映像等を多数のユーザーに提供できるように加工する者，音楽，映像等を視

聴するための機器・ソフトを製造する者等の様々な事業者・・・が連携している」

とした上で，これらのコンテンツ提供事業者の存立基盤を確保することが必要であ

った旨の指摘をしていた（同（ｴ)）。 
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 このように，平成１１年改正は，コンテンツ提供事業者の利益を保護することを

目的としていたこと，そして，保護の対象となるコンテンツ提供事業者として，コ

ンテンツの制作者のみならず，「機器メーカー」や「機器を製造する者」を含めてコ

ンテンツ提供事業に関与する者を幅広く含むものと理解されていたと認められる。 

加えて，技術的制限手段の実例として，「○無許諾記録物が視聴のための機器にセッ

トされても，機器が動かない（ゲーム）」ことも掲げられていた。前記イのとおり，

「検知→可能方式」をも技術的制限手段に含まれると解釈した場合には，機器メー

カーや機器を製造する者において当該機器で利用可能なプログラムや映像，音を選

択することをも許容することにつながるところ，平成１１年改正が「機器メーカー」

や「機器を製造する者」も保護対象として想定したことに照らせば，前記イの解釈

は，平成１１年改正の趣旨に沿ったものであることになる。 

 (ｲ) さらに，平成１１年改正に当たっては，規制するべき対象としてＭＯＤチッ

プが実例として挙げられていた。すなわち，合同会議の報告書では，新たな課題の

例として，「正当に購入されたゲームソフトが一般のＣＤ－Ｒに複製された場合，そ

の複製物をゲーム機に装着しても使用できないように仕組まれているが，このよう

な仕組みを働かなくするチップ」が問題とされ（前記(1)エ(ｱ)），国会審議でも，改

正の背景となっている具体例として「ゲームメーカーの方では，販売をする正規の

製品につきまして，パソコンで複製することのできない特殊な信号をつけておるわ

けです。・・・こういう信号を検知するゲーム機の機能というのを妨害するようなチ

ップが，雑誌等の広告あるいはインターネットなどで売られておりまして」，「ゲー

ムソフトをただで見られるような，無断でやれるような装置，これをＭＯＤチップ

と言っております」等と答弁されている（同(ｳ)）。立法担当者らによる改正解説で

も，技術的制限手段の実例として，「○無許諾記録物が視聴のための機器にセットさ

れても，機器が動かない（ゲーム）」を掲げ，「ＭＯＤチップ（ソニー用）といった

部品の販売が急増している。」としていた（同(ｴ)）。 

 ＭＯＤチップは，特殊な信号を欠くためにゲーム機で実行できないはずのパソコ
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ン等で複製したゲームソフトを，実行可能にする機能を有するものであり（同(ｵ)），

「検知→可能方式」を妨げるものである。かかるＭＯＤチップが規制対象として想

定されていたことからすると，平成１１年改正は「検知→可能方式」をも技術的制

限手段に含まれる趣旨であると解するのがその意図に沿うと解され，前記イの解釈

を支持するものである。 

 エ 以上について，控訴人らは，前記イの法２条７項の２つのプログラムが同一

のプログラムであると解されるべきと主張する。しかし，かかる控訴人らの解釈は，

法文の文言上も支持されないし，平成１１年改正の立法過程で，自主制作ソフト等

の実行を可能とすることに意義を認めるなどして，「検知→可能方式」のものを規制

の対象から外すことを意図したことを窺がわせる証拠は見いだせないことからも，

採用の限りではない。 

 また，控訴人らは，平成２３年改正の際の国会審議で，プラットフォームの囲い

込みを保護するものではないとの答弁がされたことを指摘するが，当該答弁は「の

み」要件を削除する平成２３年改正に関するものである上に，その趣旨が「検知→

可能方式」を技術的制限手段から除外する趣旨であるとまでは理解できない。さら

に，平成２３年改正に際しては，「「のみ」要件を欠くと称する装置等が氾濫してお

り」と指摘され（前記(1)エ(ｷ)），その趣旨は，「不正競争の定義に・・・追加する」

（同(ｸ)）ことにあるとされていたが，これにしても，「検知→可能方式」が旧法の

技術的制限手段に該当しないことを意味とするものとは解されず，むしろ，「検知→

可能方式」が旧法の技術的制限手段に該当することを前提に，その他の機能を有す

ることを仮装することで規制を免れようとする行為を防止することを目指したと解

されるから，控訴人らの主張を基礎付けるものとは言い難い。また，控訴人Ｘ１は，

かかる解釈は憲法２１条に違反するとも主張するが，独自の見解に基づく主張であ

り，採用の限りではない。 

 オ 以上よりすると，法２条７項の「技術的制限手段」とは，「検知→可能方式」

をも含むものと解釈するのが合理的である。 
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 カ 法２条７項のその余の要件について本件に即してその意義を見ると，「制限す

る手段」とは，プログラムの実行に対して何らかの制限をするためのシステムを指

すもの，「特定の反応」とは，プログラムの実行を制限することにつながる何らかの

定められたルールに従った反応をいうとそれぞれ解される。 

 (3) 本件ＤＳ用マジコンが，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げ

ることによりプログラムの実行を可能とする機能を有するか（争点１－１）につい

て 

 前記(2)のとおりの技術的制限手段の解釈を前提に，当裁判所は，①本件ＤＳ用マ

ジコンは，技術的制限手段の効果を妨げることによりプログラムの実行を可能とす

る機能を有し，②当該技術的制限手段は，営業上用いられていると判断する。 

 ア 技術的制限手段の効果を妨げることによりプログラムの実行を可能とする機

能を有するか 

 (ｱ) まず，ＤＳ本体及びＤＳカードで実施されている手段が法２条７項の技術的

制限手段に該当するかについて検討する。 

 ●（省略）● 

これがＤＳプログラムとともにＤＳカードに記録されているのであるから，技術的

制限手段に該当する。 

 (ｲ) 次に，本件ＤＳ用マジコンが技術的制限手段の効果を妨げる機能を有するか

について検討する。 

 ●（省略）● 

 (ｳ) 以上よりすると，本件ＤＳ用マジコンに登載されたローダプログラムは，法

２条１項１０号にいう「技術的制限手段・・・により制限されている・・・プログ

ラムの実行・・・を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする・・・

機能を有するプログラム」に該当する。そして，本件ＤＳ用マジコンは，これを「記

憶した機器」に該当することになる。 

 (ｴ) 以上に関連して，控訴人Ｘ１は，「検知→可能方式」が技術的制限手段に含
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まれないとの解釈を前提に，縷々主張するが，技術的制限手段から「検知→可能方

式」を除外するべき理由がないことは前記のとおりである。また，控訴人メディア

らも，「検知→可能方式」が技術的制限手段に含まれないとの解釈を前提に，縷々主

張するが，いずれも採用の限りではない。また，控訴人メディアらは，特定信号１

ないし４については，ＤＳプログラムの起動自体には直接かかわっていないとして，

ＤＳ本体とＤＳカードとの間の通信を確立させるプロトコルにすぎない旨の主張も

するが，前記（ｱ)のとおり，ＤＳ本体及びＤＳカードで実施されている手段が行わ

れることで，プログラムの実行が制限されているのであるから，特定信号１ないし

４が技術的制限手段に該当しないとの控訴人メディアらの上記主張は，採用の限り

ではない。 

 イ 技術的制限手段が営業上用いられているか 

 ＤＳ本体やＤＳカードにおいて用いられている技術的制限手段は，正規のＤＳカ

ードのみによって利用が可能とすることで，ＤＳカードを購入させるために用いら

れているのであるから，営業上用いられているといえる。 

 これについて，控訴人Ｘ１は，当該技術的制限手段は独占禁止法１９条で禁止す

る不公正な取引方法に該当する行為を行うために用いられているから，適法な営業

に当たらない旨の主張をしている。しかし，被控訴人がライセンスを締結した者に

のみＤＳ本体で利用可能なソフトウエアの製造を許すことは，ソフトウエアの品質

を管理する上でも意義を有すると考えられること（乙ニ５９），被控訴人以外にも各

社が互換性のないゲーム機をそれぞれ開発して販売していることを考慮するときに

は，被控訴人の行為が独占禁止法１９条に違反する行為であると認めるには足らず，

控訴人Ｘ１の主張は採用の限りではない。 

 (4) 本件ＤＳ用マジコンが，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げ

る機能以外の機能を併せて有するか（法２条１項１０号）（争点１－２）及び本件Ｄ

Ｓ用マジコンが，営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げる機能のみを

有するか（旧法２条１項１０号）（争点１－３）について 
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 前記(3)のとおり，本件ＤＳ用マジコンに登載されたローダプログラムは，法２条

１項１０号にいう「技術的制限手段・・・により制限されている・・・プログラム

の実行・・・を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする・・・機

能を有するプログラム」に該当するところ，ローダプログラムが，それ以外の機能

を有することを窺がわせる証拠はない。 

 そして，平成１１年改正の趣旨及び立法経緯に照らすと，旧法２条１項１０号の

「のみ」とは，必要最小限の規制という観点から，規制の対象となる機器等を，技

術的制限手段を妨げることを専らその機能とするものとして提供されている物に限

定し，他の目的で供されている装置等が偶然かかる機能を有する場合を除外してい

る趣旨と理解できるものであるから，本件ＤＳ用マジコンに登載されたローダプロ

グラムは，技術的制限手段の効果を妨げる機能のみを有するものである。 

 以上に関して，控訴人Ｘ１は，本件ＤＳ用マジコンは，自主制作されたプログラ

ムの実行も可能とする機能を有するとする。ローダプログラムによって技術的制限

手段の効果が妨げられ，その結果として，自主制作されたプログラムも含めて多種

多様なプログラムが実行可能となるのではあるが，これはローダプログラムが技術

的制限手段を無効化する機能を有することの結果というにすぎず，ローダプログラ

ムが技術的制限手段を無効化する機能以外の機能を有するというべきものではない。

また，控訴人メディアらは，Ｍ３さくらは動画や音楽の再生を可能とする機能を有

する，Ｍ３さくらでは，無関係の第三者が作成した非公式ファームウェアを利用し

ない限り，ダウンロードしたＤＳプログラムは実行できないなどと主張する。しか

し，動画や音楽の再生を可能にするメディアプレーヤーも，同様に，Ｍ３さくらに

登載されたローダプログラムが技術的制限手段の効果を妨げる機能を有する結果，

ＤＳ本体で実行できるものであるから，メディアプレーヤーを実行できるとしても，

ローダプログラムが技術的制限手段の効果を妨げる機能以外の機能を有すると認め

ることはできない。また，公式であると非公式であるとを問わず，Ｍ３さくらのフ

ァームウェアが実行できること自体も，同様にＭ３さくらに登載されたローダプロ
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グラムが技術的制限手段を回避する機能を有する結果にすぎない。そうすると，Ｍ

３さくらのローダプログラムは技術的制限手段の効果を妨げる機能のみを有するも

のであって（旧法２条１項１０号），それ以外の機能を併せて有するものではない（法

２条１項１０号）。 

 (5) 小括 

 以上によれば，本件ＤＳ用マジコンを輸入・販売等する行為は，法２条１項１０

号，旧法２条１項１０号に該当する行為であると認められる。 

 ２ 差止請求・廃棄請求及び損害賠償請求について 

 (1) 前提となる事実 

 ア 控訴人Ｘ１について 

 証拠（甲４６ないし５１，５４，５６，５７及び５８の各１及び２，５９，６０，

６１の１及び２，６２ないし６５，６６及び６７の各１及び２，６８，６９，７０

の１ないし３，７１，７２，７３及び７４の各１及び２，７５，７６及び７７の各

１及び２，７９，８０の１及び２，８１ないし８３，８４の１ないし３，８５，８

６の１及び２，８７の１ないし３，８８，９０，９１，９２の１及び２，９３の１

ないし３，９４の１ないし５，９５の１及び２，１４０，１４１，１４２の１及び

２，１４４の３，１４５，１４６の１ないし３，１７２，１７７，２０９，２１０

及び２１１の各２，２１２の１ないし６，２１３の１ないし４，２１４，２１５，

２１６の１及び２，２１７ないし２１９の各２，２２０，２２１の１ないし９，２

２２の１ないし３，２２３の１ないし１２，２２４の１ないし３，２２５ないし２

２８，２５１，２５４，２６９，２７０，乙ハ２２，ニ５０，５１）及び弁論の全

趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。 

 (ｱ) 控訴人Ｘ１は，昭和２４年台湾で出生し，昭和５５年にＦと婚姻して，昭和

５７年に日本に帰化しＸ１と改名した（従前の氏名「●（省略）●」）。Ａは，控訴

人Ｘ１の長男であり，昭和５６年に出生した。 

 控訴人Ｘ１は，平成１４年７月１２日，自らの名前の一部をとって，各種物品に
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関する輸出入及び販売等を事業目的とする有限会社キヒ商事（後のシーフォート）

を設立し，同社の唯一の役員である取締役に就任した。控訴人Ｘ１は，後に，有限

会社キヒ商事の取締役を辞任し，控訴人Ｘ１の次男が取締役に就任した。 

 平成１５年，控訴人Ｘ１は，Ｆと一旦離婚し，「●（省略）●」と称するようにな

った。 

 (ｲ) Ａは，遅くとも平成１８年９月には「マジカル上海」という商号でインター

ネットを利用したゲーム用の機器や部品の通信販売を開始し，同年１０月には宅配

便業者との間で宅配便の決済契約を締結した。 

 (ｳ) 平成１８年１２月ころにＲ４が発売され，Ａは，中国からＲ４を輸入し，同

月２６日，「マジカル上海」という名称で開設したウェブサイト上で販売したところ，

約２時間で完売した。以後，Ｒ４を製造する工場の操業停止等により一時的な品薄

になることはあったものの，Ａは，おおむね順調に，中国からＲ４を１度に１００

台以上輸入するなどして，ウェブサイト「マジカル上海」上で販売することを繰り

返した。 

 (ｴ) Ａは，平成２０年２月１３日，本店所在地を自己及び控訴人Ｘ１の本籍地兼

住所地であり，シーフォートの本店所在地でもある●（省略）●として，マジカル

を設立し，マジカルに自己の営業を譲渡して，ウェブサイト「マジカル上海」を引

き続き使用させた。 

 (ｵ) マジカルは，遅くとも平成２０年５月２日には，平成１９年１２月ころに発

売されたＤＳＴＴの販売も開始したが，売れすぎて対応しきれないほどであった。 

 被控訴人とＤＳカードの販売業者らは，平成２０年５月ころから，マジカルを含

むＤＳ用マジコンの販売業者らに対し，ＤＳ用マジコンの販売等が不正競争に当た

るとして，販売の中止等を求める警告書を発送していた。マジカルは，同年７月こ

ろから，ウェブサイト「マジカル上海」のトップページではＤＳ用マジコンの販売

を終了した旨表示する一方で，「隠し扉」という会員制のページではＲ４やＤＳＴＴ

の販売を継続した。 
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 (ｶ) 被控訴人は，平成２０年７月２９日，ＤＳカードの販売業者５４社と共に，

東京地方裁判所に対し，ＤＳ用マジコンの販売業者５社によるＤＳ用マジコンの譲

渡の差止め等を求める訴えを提起し，その旨発表した。 

 (ｷ) 控訴人Ｘ１は，平成２０年８月１１日，有限会社キヒ商事の商号を「有限会

社シーフォートジャパン」に変更するとともに，本店所在地を当時の控訴人Ｘ１の

住所地に変更し，自らが唯一の取締役に復帰した。 

 マジカルは，同月ころから，インターネット上のフリーマーケットサイト「ムス

ビー」やオークションサイト「Ｙａｈｏｏ！オークション」で，出品者名を「進化

チーム」等と表示してＲ４やＤＳＴＴを多数販売するようになり，同年１１月には

宅配便業者数社との間において宅配便の決済契約を締結したり，同年１２月２３日

には東京都豊島区東池袋のサンシャインシティで即売会を実施したりした。 

 (ｸ) マジカルは，平成２１年１月から，ウェブサイト「マジカル上海」やゲーム

雑誌の広告上で，近くＤＳ用マジコンの販売を終了する旨表明していたところ，同

年２月２７日，東京地方裁判所がＤＳ用マジコンの譲渡の差止め等を命じる判決を

言い渡したので，ウェブサイト「マジカル上海」から「隠し扉」を削除した。 

 しかし，マジカルは，このころから，ウェブサイト「マジカル上海」に「(株)マ

ジカルカンパニーとは一切関係ございません。」と記載したり，販売主をシーフォー

トの商号をもじった「株式会社シーホースジャパン」や「株式会社シーフォードジ

ャパン」と表示し，販売責任者を控訴人Ｘ１の旧姓名を使用した「●（省略）●」

と表示したりして，Ｒ４やＤＳＴＴを販売した。 

 (ｹ) マジカルは，平成２１年３月４日から，ウェブサイト「マジカル上海」やゲ

ーム雑誌で，同月１８日に●（省略）●で店舗「マジカル上海」を開設する旨告知

していたところ，遅くとも同月１５日には，開店準備中の店舗前で，Ｒ４やＤＳＴ

Ｔのほか，新たに発売されたＲ４ｉの販売を開始するとともに，同月１８日からは，

予定どおりに開店した店舗で，Ｒ４やＤＳＴＴ，Ｒ４ｉの販売を継続した。 
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 (ｺ) ＤＳ用マジコンの販売業者らは，東京地方裁判所がＤＳ用マジコンの譲渡の

差止め等を命じる判決を言い渡した平成２１年２月末からしばらくの間，ＤＳ用マ

ジコンの販売を自粛していたが，同年４月ころには，販売を再開し始めた。被控訴

人とＤＳカードの販売業者らは，同月以降，シーフォートらやＡを含むＤＳ用マジ

コンの販売業者らに対し，販売の中止等を求める警告書を再び発送した。しかし，

控訴人Ｘ１は，送付を受けた警告書の受け取りを拒絶した。 

 控訴人Ｘ１は，平成２１年５月中旬ころから，代表者を「●（省略）●」と表示

した上で中国にウェブサイト「マジ．ＣＯＭ」を開設し，マジカルは，顧客に対し

上記ウェブサイトを利用するよう促し，顧客に対して，Ｒ４やＤＳＴＴ，Ｒ４ｉを

販売するようになった。マジカルは，同年６月中旬ころからは，店舗の看板に「大

人の事情により閉店致しました。」と記載した紙を掲示しながら，店舗前でＲ４やＤ

ＳＴＴ，Ｒ４ｉの販売をしたり，同年７月１７日には，店舗名を「マジカル上海タ

ーボ」に変更して店舗での販売を再開したりした。 

 Ａは，同年８月２８日，マジカルの取締役を辞任し，同日，控訴人Ｘ１がマジカ

ルの唯一の（代表）取締役に就任した。 

 (ｻ) 被控訴人は，平成２１年１１月１０日，東京地方裁判所に本件訴えを提起し，

その旨発表した。控訴人Ｘ１は，自らの個人印を押して，答弁書を提出した。 

 マジカルは，以後，会員向けのメールマガジンやウェブサイト「マジカル上海」

上で，送信者や販売業者を実在しない「株式会社メダパニ」と表示した上，被控訴

人が閲覧していることを前提に，上記メールマガジンに，「法務 部様 もうどうせ

○。○えられてるなら隠し扉作っちゃいました」と記載し，「隠し扉」を復活させて

Ｒ４やＤＳＴＴ，Ｒ４ｉを販売したり，「法務 部様 おはようございます。マジカ

ル上海です。ここのところ頻繁にくるＮ社からの警告文。○ジコン売るな…「売る

な売るなといわれてはもう店に出せる商品がないじゃないですか！！！」←逆ギレ 

こんな状態ですのでマジカル上海は太く短くを運営方針とし，いつ販売禁止になる

かもしれない商品を，激安価格でさっさと皆様にご提供させていただきたい所存に
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ございます。」と記載して被控訴人を挑発したりした。また，マジカルは，平成２１

年１１月中旬ころからは，店舗「マジカル上海」の近くに別の店舗「裏マジカル上

海」を開設してＲ４やＤＳＴＴ，Ｒ４ｉを販売した。 

 (ｼ) マジカルは，平成２２年５月１０日には，本店所在地を控訴人Ｘ１の住所地

であり，シーフォートの本店所在地である●（省略）●に変更して，少なくとも平

成２３年１１月までは，Ｒ４やＤＳＴＴ，Ｒ４ｉの販売を継続した。 

 

 同年３月２２日の佐川フィナンシャル株式会社に対する宅配便の決済契約の変更

申出書には，控訴人Ｘ１が担当者として表示されている。 

 (ｽ) 被控訴人がＡを被告として提起した民事訴訟は，被告欠席のまま平成２４年

３月９日，被控訴人の全面勝訴判決が言い渡され，後に確定した。 

 平成２５年７月９日，原審判決が言い渡され，マジカルについては後に確定した。

同年９月３０日，マジカルは解散し，控訴人Ｘ１は同社の代表清算人に就任した。

控訴人Ｘ１は，自らの個人印を押印して，マジカルの解散を承認しかつ自らを代表

清算人に選任する内容のマジカルの臨時株主総会議事録を作成した。また，控訴人

Ｘ１は，自らの個人印を押印して，マジカルの解散及び代表清算人就任の登記申請

を委任する内容の司法書士への委任状を作成した。 

 控訴人Ｘ１は，被控訴人に対して，債権申出の催告をしなかった。控訴人Ｘ１は，

自らの個人印を押印して，マジカルの清算事務及び決算報告書や臨時株主総会議事

録を作成した。マジカルについては，平成２６年１月８日付けで，平成２５年１２

月３１日に清算が結了した旨の登記がされた。 

 イ 控訴人メディアらについて 

 証拠（甲５の２，６，７，３１の２，５２，５４，９７，９８，９９及び１０２

の各１及び２，１０３ないし１０６，１０８ないし１１０，１１１の１ないし７，

１１２，１１４，１１６，１１７，１１８の１及び２，１１９，１２４，１２５，

１２６の２，１２７，１３０，１３１，１３３ないし１３８，１７７，１８０ない
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し１８２，１８３の１ないし３，１８６，１８７，１９７及び１９８の各１ないし

３，１９９の１ないし５，２０２及び２０３の各２，２０４の１及び２，２０５の

１ないし３，２２９の１ないし３，２３６，２３７，２３８の１ないし４，２３９

の１及び２，２４０，２４７，２４９，２５０，乙ニ２９，４０，４１の１ないし

３，鑑定の結果）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。 

 (ｱ) 控訴人Ｘ２は，昭和５１年に台湾で出生し，平成１０年に日本に帰化した。

Ｇは控訴人Ｘ２の妻であった者である。 

 控訴人メディアは，控訴人Ｘ２を代表取締役，Ｇを取締役の一人として平成１５

年４月に設立された。控訴メディアは，コンピュータ部品の卸売や通信販売を主な

事業とし，●（省略）●の本店事務所を拠点としながら，平成１７年に「Ｍ３ ＦＬ

ＡＳＨ」や「Ａｓｉａｎ．ｎｅｔ」という名称で開設したウェブサイト上で，中国

のＭ３Ａｄａｐｔｅｒ社が開発したＤＳ用マジコン「Ｍ３－Ｐｅｒｆｅｃｔ」やそ

の後継機である「Ｍ３ ＤＳ Ｓｉｍｐｌｙ」を輸入して販売していた。 

 

 控訴人メディアは，これらのＤＳ用マジコンをＤＳ本体における動画や音楽等に

関する特定のプログラムの実行を可能にするマルチメディアプレイヤーであるとう

たって販売していたが，これらのＤＳ用マジコンはＤＳプログラムの実行をも可能

にするものであって，このことは広く知られていた。 

 (ｲ) 控訴人メディアは，平成１８年４月，宅配便業者数社との間で宅配便の決済

契約を締結した上で，遅くとも平成１９年２月７日には，中国からＲ４を輸入し，

ＤＳ用マジコンの販売業者に卸売りをしたり，ウェブサイト「Ａｓｉａｎ．ｎｅｔ」

上で通信販売をしたりしていた。 

 控訴人Ｘ２は，平成１９年５月には，ＤＳ用マジコン等の主要な仕入れ先に対し

て，自らの個人のメールアドレスから注文をするなどした。 

 (ｳ) 控訴人Ｘ２は，平成１９年に控訴人メディアに税関の調査が入ったことから，

同年８月１２日に控訴人メディアの本店所在地を自己の住所地である●（省略）●
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に変更するとともに，同月１７日に控訴人メディアの取締役であるＢが代表者を務

める休眠法人であった「有限会社大豊システム」の商号や目的，本店所在地，役員

構成を本店変更前の控訴人メディアのそれらと同じものに変更させ，同年９月２６

日に商号を控訴人Ｍｅｄｉａの現商号に変更させて，同年１０月以降，控訴人メデ

ィアの事業を控訴人Ｍｅｄｉａに順次譲渡していった。 

 (ｴ) Ｍ３Ａｄａｐｔｅｒ社は，平成１９年１０月中旬，ＤＳ用マジコン「Ｍ３ Ｄ

Ｓ Ｓｉｍｐｌｙ」の後継機である「Ｍ３ ＤＳ ＲＥＡＬ」を発売し，控訴人メディ

ア又は控訴人Ｍｅｄｉａも，同月１８日，販売を開始した。 

 ＤＳ用マジコン「Ｍ３ ＤＳ ＲＥＡＬ」は，インターネット上のウェブサイトか

ら「公式ファームウェア」と呼ばれるプログラムをダウンロードしても，ＤＳプロ

グラム以外の動画や音楽等に関する特定のプログラムの実行を可能にするだけであ

り，控訴人メディア又は控訴人Ｍｅｄｉａもその旨をうたって販売していたが，ウ

ェブサイトから「非公式ファームウェア」と呼ばれるプログラムをダウンロードす

れば，ＤＳプログラムの実行をも可能にするものであった。そして，上記非公式フ

ァームウェアは，ウェブサイトやゲーム雑誌で紹介され，その存在が広く知られて

いた。 

 (ｵ) 控訴人Ｍｅｄｉａは，遅くとも平成１９年１２月２８日には，ＤＳＴＴの販

売を開始した。 

 (ｶ) 控訴人Ｘ２は，平成２０年２月に控訴人メディアが追徴課税を受けたことか

ら，同月２５日に取引口座を控訴人メディアのものから控訴人Ｍｅｄｉａのものに

変更するなどして，控訴人メディアから控訴人Ｍｅｄｉａへの事業譲渡をほぼ完了

させ，同年１月に控訴人Ｍｅｄｉａの本店所在地を●（省略）●に変更してはいた

ものの，●（省略）●の旧本店を拠点として使用し続けるとともに，その電話番号

やファクシミリ番号も継続して使用し続けた。 

 (ｷ) 控訴人Ｘ２は，ＤＳ用マジコン「Ｍ３ ＤＳ ＲＥＡＬ」によってＤＳ本体が

実行するプログラムの画面が見にくく，操作性も悪かったので，Ｍ３Ａｄａｐｔｅ
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ｒ社に対してこれらの問題点を改良した新製品の開発を依頼していたところ，平成

２０年２月ころ，新製品がおおむね完成した。 

 そこで，控訴人Ｍｅｄｉａは，新製品を「Ｍ３さくら」と命名し，平成２０年２

月ころからウェブサイト「Ｍ３ ＦＬＡＳＨ」や「Ａｓｉａｎ．ｎｅｔ」，「Ｍ３さく

ら」という名称で開設したウェブサイト上等で同年５月に発売する旨宣伝した。Ｍ

３さくらも，ＤＳ用マジコン「Ｍ３ ＤＳ ＲＥＡＬ」と同様に，公式ファームウェ

アをダウンロードしても，ＤＳプログラム以外の動画や音楽等に関する特定のプロ

グラムの実行を可能にするだけであり，控訴人Ｍｅｄｉａもその旨をうたっていた

が，ＤＳプログラムの実行も可能にする非公式ファームウェアの開発が進められ，

同年５月１６日に発売されたゲーム雑誌には，非公式ファームウェアの開発が進め

られ，近く特定のウェブサイト上で配布される旨が説明されていた。 

 (ｸ) 控訴人Ｘ２は，平成２０年５月ころ，被控訴人とＤＳカードの販売業者らが

ＤＳ用マジコンの販売業者らに対して警告書を発送し始めたことを受け，早ければ

同月２４日には，公式にもＤＳプログラムの実行を可能にするＲ４やＤＳＴＴの販

売をほぼ終了させ，同月３１日には，控訴人メディアを解散し，代表清算人として，

清算手続を開始し，同年１０月１５日に残余財産９４９万１６３７円を株主に分配

することにより清算を結了したとして，同月２２日にその旨の登記をした。控訴人

Ｘ２は，清算手続において，被控訴人等に対して債権を申し出るべき旨を催告しな

かった。 

 (ｹ) 控訴人Ｍｅｄｉａは，平成２０年５月３０日，Ｍ３さくらの販売を開始した。

また，遅くとも同日には，特定のウェブサイト上でＤＳプログラムの実行をも可能

にする非公式ファームウェアの配布が開始され，以後，ウェブサイトやゲーム雑誌

で紹介されて，その存在が広く知られていった。 

 平成２０年５月３１日には，卸先のＤＳ用マジコンの販売業者において，Ｍ３さ

くらの即売会が実施され，好評を博した。 

 (ｺ) 控訴人Ｍｅｄｉａは，少なくとも平成２１年１０月までは，Ｍ３さくらの販
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売を継続した。 

 (ｻ) 控訴人メディアは，平成１９年には９人の給与所得から源泉徴収をし，控訴

人Ｍｅｄｉａは，平成２０年には１３人，平成２１年には１２人，平成２２年には

１７人の給与所得から源泉徴収した。 

 ウ ＤＳ用マジコンに関する一般的認識等について 

 証拠（甲３，４，５の１及び２，６，８ないし２３，２４の１ないし４，２５な

いし３０，３１の１及び２，３２，３３の１及び２，３４の１ないし８，３５，３

６，４４，１２６の１及び２，１５０ないし１５６，１６３ないし１６７，１７７，

１８０ないし１８２，２０１，乙ニ１の１及び２，２ないし５，１８ないし２２）

及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。 

 (ｱ) インターネットやゲーム雑誌，テレビ，新聞等は，遅くとも平成１９年１月

から，ＤＳ用マジコンがＤＳ本体での実行を制限されるＤＳプログラムの実行を可

能とする機能を有しており，このため，ＤＳ用マジコンを用いれば，ＤＳカードを

購入しなくても，「ＲＯＭサイト」等と呼ばれるウェブサイトから「コピーゲーム」

等と呼ばれるＤＳプログラムをダウンロードするだけで，ＤＳプログラムを無償で

入手することができる上に，ＤＳ本体においてゲーム等をすることができるように

なること，その結果，被控訴人やＤＳカードの販売業者は，ＤＳカードの売上げが

減り，損害を被っていることを多数紹介し，これらが広く知られていた。 

 (ｲ) 平成２０年８月ないし９月ころまでは，ＤＳ用マジコンは，「Ａｍａｚｏｎ．

ｃｏ．ｊｐ」に出品されるなどしていた。同年７月に被控訴人がＤＳ用マジコンの

販売業者を提訴したことを受けて，「楽天オークション」や「Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ．

ｊｐ」はＤＳ用マジコンの出品を禁止したが，「Ｙａｈｏｏ！オークション」は，「違

法性については，訴訟によって明らかになるところです。」として，直ちには出品を

禁止せず，平成２１年２月の東京地方裁判所の判決を受けて，出品を禁止するに至

った。 

 (2) 控訴人らの不正競争によって被控訴人の営業上の利益が侵害され，又は侵害
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されるおそれがあるか（争点２），控訴人らが不正競争行為によって被控訴人の営業

上の利益を侵害したか（争点３）及び控訴人Ｘ１及び控訴人Ｘ２に故意・過失や悪意・

重過失があるか（争点４）について 

 当裁判所は，控訴人らの不正競争によって被控訴人の営業上の利益が侵害されて

おり，これについて控訴人Ｘ１及び控訴人Ｘ２には少なくとも過失があるから，控訴

人らは損害賠償債務を負担し，控訴人Ｘ１及び控訴人Ｍｅｄｉａに差止めをする必

要性も肯定されると判断する。その理由は次のとおりである。 

 ア 控訴人Ｘ１について 

 (ｱ) まず，控訴人Ｘ１が，個人としての不正競争によって，被控訴人の営業上の

利益を侵害したか（争点３）について検討する。 

 マジカルは，シーフォートマジコンを輸入・販売していたところ，前記(1)アに認

定の事実によれば，①控訴人Ｘ１は，Ａの実母であること，②平成２１年８月，Ａ

に代わって控訴人Ｘ１がマジカルの唯一の取締役に就任したこと，③平成２０年２

月１３日にマジカルが設立された際の本店を控訴人Ｘ１の住所地に置いたこと，④

ウェブサイト「マジカル上海」上の販売責任者の表示に控訴人Ｘ１の旧姓を使用し

たり，控訴人Ｘ１が設立したシーフォートの商号をもじった名称を販売主として表

示したこと，⑤マジカルが被控訴人から警告を受けると，控訴人Ｘ１がウェブサイ

ト「マジ．ＣＯＭ」を開設してシーフォートマジコンを販売するようになり，マジ

カルがこれに顧客を紹介したこと，⑥控訴人Ｘ１はマジカルの運営する店舗で販売

を担当したり，被控訴人からの警告書を受領拒絶したこと，控訴人Ｘ１は，マジカ

ルの代表清算人となったこと，⑦ＤＳ用マジコンは中国から輸入されているところ，

Ａは日本語を母語とし，控訴人Ｘ１は中国語を母語とするから，輸入元との意思疎

通は控訴人Ｘ１においてよりよく果たし得ると考えられること，⑧控訴人Ｘ１は，自

ら各種物品の輸入販売等を目的とするキヒ商事（後のシーフォート）を設立し，経

営するなど，輸入販売の業務に精通していると考えられること，以上の各事実が認

められる。これらを総合すると，控訴人Ｘ１は，マジカルの経営に深く関与し，一
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連のシーフォートマジコンの販売も自ら主体的に行っていたというべきである。そ

うすると，遅くともマジカルがＡから営業を譲り受けてシーフォートマジコンの輸

入・販売を開始した平成２０年２月１３日以降は，控訴人Ｘ１は，マジカルと共同

してシーフォートマジコン（同日から同年５月１日まではＲ４，同月２日から平成

２１年３月１４日まではＲ４とＤＳＴＴ，同月１５日から平成２３年１１月までは

Ｒ４とＤＳＴＴ，Ｒ４ｉ）を輸入，販売して，被控訴人の営業上の利益を侵害した

ものと認めるのが相当である。そして，以上の事情に加えて，マジカルに控訴人Ｘ

１やＡ以外に多くの従業者がいたとは考え難いことを併せ考えても，控訴人Ｘ１がマ

ジカルの唯一の代表取締役に就任した平成２１年８月２８日以降も，控訴人Ｘ１は，

自ら主体的にあるいはその指揮監督の下にシーフォートマジコンを輸入，販売した

と認めるのが相当である。 

 これに対して，控訴人Ｘ１は，日本語能力も不十分で，マジカルの従業員として

これらの製品の譲渡等を手伝ったことはあるものの，マジカルと離れて，自ら主体

的に譲渡等したことはない等と主張し，その旨の同人の陳述書（乙ハ３２）やＡの

陳述書（乙ハ３３）を提出する。しかし，前記のとおりの事情を総合すると，Ａに

おいてもシーフォートマジコンの輸入・販売に相当程度関与していたとしても，控

訴人Ｘ１も自ら主体的に関与していたとの認定を左右するものではない（なお，控

訴人Ｘ１は，原審においても当審においても，本人尋問の申出やＡの証人尋問の申

請を行っていない。）。また，控訴人Ｘ１は，「マジ．ＣＯＭ」を開設したのはＡであ

る，「ムスビー」や「Ｙａｈｏｏ！オークション」での販売もＡ個人が行った旨の主

張もするが，Ａにおいて開設者を偽装する意図であれば実母である控訴人Ｘ１以外

の者を利用するなどしたと考えられることや，これらの出店者の名称や送り先がマ

ジカルの住所地であることからすると，前記のとおり認定されるのであって，控訴

人Ｘ１の主張は採用の限りではない。 

 (ｲ) 次に，かかる不正競争について，控訴人Ｘ１に故意・過失があるか（争点４）

について検討する。 
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 前記(1)ア及びウに認定のとおり，控訴人Ｘ１は，本件ＤＳ用マジコンを販売して

いた会社の代表者を務めていたことや，ＤＳ用マジコンを用いれば無償で入手した

ＤＳプログラムを実行できることを知っていたと認められることに照らせば，控訴

人Ｘ１は，マジカルと共同で本件ＤＳ用マジコンの輸入・販売を開始した平成２０

年２月１３日の時点で，当該輸入・販売が被控訴人の営業上の利益を侵害している

ことについて少なくとも過失があったと認められる。そして，同年５月には被控訴

人がマジカルを含めてＤＳ用マジコンの販売業者に警告をし，同年７月には東京地

方裁判所に民事訴訟を提起したこと，これを受けてマジカル及び控訴人Ｘ１は，「マ

ジカル上海」に「隠し扉」という会員制のページを設けてシーフォートマジコンの

販売をしたり，「進化チーム」や「株式会社シーホースジャパン」，「株式会社メダパ

ニ」等の偽名を使用し，また，店舗名の変更や別の店舗を開設したりして，販売を

継続したこと，メールマガジンには，「いつ販売禁止になるかもしれない商品を，激

安価格でさっさと皆様にご提供させていただきたい所存にございます。」などと記載

して被控訴人を挑発していたことを考慮すると，控訴人Ｘ１は，平成２０年５月な

いし７月ころ以降は，本件ＤＳ用マジコンの輸入・販売が被控訴人の営業上の利益

を侵害することについて，認識・認容しているのみならず，積極的な害意をもって，

これを継続したと認められる。 

 以上に関し，控訴人Ｘ１は，ＤＳ用マジコンは平成２０年春ころまで普通に販売

されていたし，違法性について争いがあったから，違法性の認識可能性すらなかっ

たと主張する。しかし，一般に販売がされていたとしても，これが適法なものとし

て販売されていたものでもなく，控訴人Ｘ１において，本件ＤＳ用マジコンの輸入・

販売が被控訴人の営業上の利益を侵害していることについて過失があったと認めら

れることは左右されない。 

 そうすると，前記(ｱ)のとおり，控訴人Ｘ１は，遅くとも平成２０年２月１３日以

降は，マジカルと共同して不正競争によって被控訴人の営業上の利益を侵害し（法

４条，民法７１９条），控訴人Ｘ１がマジカルの代表取締役に就任した平成２１年８
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月２８日以降も自ら主体的にあるいはその指揮監督の下に被控訴人の営業上の利益

を侵害したのであるから（法４条，会社法３５０条），平成２０年２月１３日以降の

期間について，マジカルと連帯して損害賠償債務を負担するというべきである。 

 (ｳ) さらに，控訴人Ｘ１の不正競争によって，被控訴人の営業上の利益が侵害さ

れるおそれがあり，差止めの必要性が肯定されるかについて検討する（争点２）。 

 マジカルや控訴人Ｘ１が現在もシーフォートマジコンを輸入・販売していること

は窺えないが，控訴人Ｘ１が，被控訴人からの度重なる警告にもかかわらず，積極

的な害意を持ち，強固な意志でシーフォートマジコンの販売を継続し，販売主体を

偽装するなどしていたこと，控訴人Ｘ１は，本件訴訟で本件ＤＳ用マジコンが法２

条１項１０号に該当することや，自らが輸入販売に主体的に関与したことを争って

いること，控訴人Ｘ１が被控訴人に債権申出の催告をしないままマジカルの清算を

結了していることを考慮すると，控訴人Ｘ１が，今後，シーフォートマジコンを譲

渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸入し，これによって被控

訴人の営業上の利益が侵害されるおそれがあることは優に認められる。 

 以上に関し，控訴人Ｘ１は，現在，本件ＤＳ用マジコンを輸入することができな

い上，平成２３年改正で刑事罰も導入されたから，本件ＤＳ用マジコンを譲渡など

する予定はないと主張するが，採用の限りではない。 

 そうすると，控訴人Ｘ１に対する法３条に基づく差止めの請求も肯定されるべき

ことになる。 

 イ 控訴人メディアらについて 

 (ｱ) まず，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａが被控訴人の営業上の利益を侵

害したか（争点３）について検討する。 

 前記(1)イに認定の事実によれば，平成１９年２月７日から同年９月までは，控訴

人メディアが単独でＲ４を販売し，同年１０月から同年１２月２７日までは，控訴

人メディア又は控訴人ＭｅｄｉａがＲ４を販売し，同月２８日から平成２０年５月

２４日までは，控訴人メディア又は控訴人ＭｅｄｉａがＲ４を販売するとともに，
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控訴人Ｍｅｄｉａが単独でＤＳＴＴを販売し，同月３０日から平成２１年１０月ま

では，控訴人Ｍｅｄｉａが単独でＭ３さくらを販売していたことが認められる。 

 そして，前記(1)イに認定の事実によれば，控訴人メディアの代表者であった控訴

人Ｘ２は，税関や被控訴人等からの追及を免れるために，控訴人メディアの本店所

在地を変更するとともに，休眠法人であった控訴人Ｍｅｄｉａ（有限会社大豊シス

テム）の商号や目的，本店所在地，役員構成を本店変更前の控訴人メディアのそれ

らと同じものに変更し，控訴人メディアの事業を控訴人Ｍｅｄｉａに譲渡して，営

業拠点や連絡先を引き継がせた後に，控訴人メディアを解散したことが認められる

のであって，控訴人メディアと控訴人Ｍｅｄｉａとは，実質が前後で同一であり，

控訴人Ｍｅｄｉａによる株式会社への移行と控訴人メディアの解散は，両控訴人の

債務の免脱を目的としてされた会社制度の濫用であるから，両控訴人が，被控訴人

に対し，別異の法人格であると主張することは信義則に反し許されないというべき

である（最判昭和４８年１０月２６日・民集２７巻９号１２４０頁参照）。そうする

と，被控訴人との関係においては，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａは，一体

となって，平成１９年２月７日から同年１２月２７日まではＲ４を販売し，同月２

８日から平成２０年５月２４日まではＲ４とＤＳＴＴを販売し，同月３０日から同

年６月３日までは，ＤＳＴＴとＭ３さくらを販売し，同月４日から平成２１年１０

月まではＭ３さくらを販売して，被控訴人の営業上の利益を侵害したということが

できる。 

 (ｲ) 次に，控訴人Ｘ２が，個人としての不正競争によって被控訴人の営業上の利

益を侵害したか（争点３）について検討する。 

 前記(1)イに認定の事実によれば，①控訴人メディアの代表取締役は設立時以来一

貫して控訴人Ｘ２であること，②控訴人Ｘ２が控訴人Ｍｅｄｉａの代表取締役に就任

し，控訴人メディアの本店所在地を控訴人Ｘ２の住所地に移転しているなど，前記

(ｱ)のとおりの濫用的な法人格の利用は控訴人Ｘ２が主導したと考えられること，③

控訴人メディアの取締役の内の１名はその妻であるＧであるなど同族会社としての
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色彩を有し，控訴人Ｘ２の控訴人Ｍｅｄｉａや控訴人メディアにおける役割は大き

かったと考えられること，④控訴人Ｘ２がＤＳ用マジコン等の主要な仕入れ先に自

らのメールアドレスから注文をしていることが認められ，これらの事実に加えて，

控訴人Ｘ２においても同人以外の者が，現実にメディアマジコンの輸入・販売を行

ったと主張立証するわけではないことを考慮すれば，控訴人Ｍｅｄｉａ又は控訴人

メディアによる被控訴人の営業上の利益の侵害は，控訴人Ｘ２が自らが行いあるい

はその指揮監督の下に行われたと見られるのであるから，控訴人Ｘ２も，個人とし

て被控訴人の営業上の利益を侵害したと評価できる。 

 (ｳ) さらに，控訴人Ｘ２が控訴人メディアや控訴人Ｍｅｄｉａの代表取締役とし

て，あるいは控訴人Ｘ２個人として，不正競争を行うについて，故意・過失があっ

たか（争点４）について検討する。 

 前記(1)イ及びウに認定のとおり，控訴人Ｘ２は，本件ＤＳ用マジコンを販売して

いた会社の代表者を務めていたことや，平成１７年ころからＤＳ用マジコン「Ｍ３

－Ｐｅｒｆｅｃｔ」や「Ｍ３ ＤＳ Ｓｉｍｐｌｙ」を輸入して販売していたこと，

ＤＳ用マジコンを用いさえすれば，無償で入手したＤＳプログラムを実行できるこ

とを知っていたと認められることに照らせば，控訴人Ｘ２も，Ｒ４の輸入・販売を

開始した平成１９年２月の時点で，当該輸入・販売が被控訴人の営業上の利益を侵

害していることについて，少なくとも過失があったと認められる。そして，同年５

月には被控訴人が控訴人メディアを含めてＤＳ用マジコンの販売業者に警告をし，

同年７月には東京地方裁判所に民事訴訟を提起したこと，控訴人Ｘ２は，被控訴人

からの追及を免れるために控訴人メディアを解散したことを考慮すると，控訴人Ｘ

２も，平成２０年５月ないし７月ころ以降は，本件ＤＳ用マジコンの輸入・販売が

被控訴人の営業上の利益を侵害することについて，認識・認容していたのみならず，

積極的な害意をもって，これを継続したと認められる。 

 そうすると，控訴人Ｘ２は，自らあるいはその指揮命令の下に不正競争によって

被控訴人の営業上の利益を侵害し（法４条），前記(ｱ)のとおり，控訴人Ｍｅｄｉａ
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及び控訴人メディアは一体となって不正競争により被控訴人の営業上の利益を侵害

し（法４条）たのであるから，連帯して（会社法３５０条）損害賠償債務を負担す

るというべきである。 

 以上に関して，控訴人Ｘ２は，控訴人メディアや控訴人Ｍｅｄｉａが９人ないし

１７人の従業員を雇用しており，被控訴人Ｘ２と同一視することはできない等と主

張する。しかし，会社の取締役がその職務を行うにつき故意・過失により直接第三

者に損害を加えた場合は，一般不法行為の規定によって損害を賠償する義務を負う

べきと解されるところ（最判昭和４４年１１月２６日・民集２３巻１１号２１５０

頁参照），他に従業員がいたとしても，前記のとおり控訴人Ｍｅｄｉａ又は控訴人メ

ディアによる被控訴人の営業上の利益の侵害が，控訴人Ｘ２自らによってあるいは

その指揮監督の下に行われたと見られることを左右しないから，控訴人Ｘ２もまた，

法４条の規定により損害賠償の責任を負うものである。 

 なお，控訴人メディアについては，清算結了の登記がされているが，前記のとお

り，控訴人Ｘ２は，控訴人メディアに本件ＤＳ用マジコンを譲渡させることにより，

被控訴人の営業上の利益を侵害して損害を与えたことを認識していたのであるから，

被控訴人は，会社法４９９条１項にいう「知れている債権者」であったところ，控

訴人メディアの代表清算人であった控訴人Ｘ２は，控訴人メディアの清算手続にお

いて，被控訴人に対してその債権を申し出るべき旨を催告することなく，約９４９

万円を残余財産として株主に分配した（甲２０４の１ないし３，２０５の１ないし

３）。そうすると，控訴人メディアは，清算の目的の範囲内において，なお存続して

いるものであり（会社法４７６条），被控訴人に対する損害賠償債務は消滅しない。 

 (ｴ) 次に控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａが被控訴人の営業上の利益を侵

害するおそれがあり，差止めの必要性が肯定されるかについて検討する（争点２）。 

 控訴人Ｍｅｄｉａが現在もメディアマジコンを輸入・販売していることは窺えな

いが，控訴人Ｍｅｄｉａが従前販売されていた「Ｍ３ ＤＳ ＲＥＡＬ」の問題点

の改良を依頼するなど「Ｍ３さくら」の開発に主体的に関与していたこと，控訴人
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Ｍｅｄｉａと控訴人メディアが法人格を濫用的に使い分けていること，控訴人Ｍｅ

ｄｉａは本件ＤＳ用マジコンが法２項１項１０号に該当することを争っていること

を考慮すれば，今後，控訴人Ｍｅｄｉａが，メディアマジコンを譲渡し，引き渡し，

譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸入し，これによって被控訴人の営業上の利

益が侵害されるおそれがあることは優に認められる。 

 この点，控訴人Ｍｅｄｉａは，本件ＤＳ用マジコンは現在販売されている「ニン

テンドーＤＳ」シリーズで起動しない上，平成２３年改正で刑事罰も導入されたか

ら，本件ＤＳ用マジコンを譲渡などする予定はないと主張する。しかし，本件ＤＳ

用マジコンが現在販売されている「ニンテンドーＤＳ」シリーズで起動しないとし

ても（乙ニ５３），これまで販売された多数のＤＳ本体では依然として起動可能であ

るから，本件ＤＳ用マジコンに対する需要はあるというべきである。刑事罰が導入

されたことも，前記判断を左右しない。 

 したがって，控訴人Ｍｅｄｉａに対する法３条に基づく差止請求は肯定されるべ

きことになる。 

 なお，控訴人メディアの行為によって被控訴人の営業上の利益が侵害され，又は

侵害されるおそれがあるということはできない（被控訴人は，同趣旨の原判決の判

断をあえて争わないとしている。）。 

 (3) 被控訴人が受けた損害の額（争点５）について 

 当裁判所は，被控訴人が控訴人らの不正競争によって受けた損害は，控訴人Ｘ１

について●（省略）●円，控訴人メディアらについて●（省略）●円であると判断

する。 

 ア ＤＳプログラムのダウンロード数から推計する方法について 

 被控訴人が主張する損害をＤＳプログラムのダウンロード数から推計する方法は，

採用することができない（被控訴人は，原判決の同趣旨の判断をあえて争わないと

している。）。 

 イ 年間タイレシオから推計する方法について 
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 (ｱ) ＤＳカード１本当たりの利益の額について 

 証拠（甲１６９の１，１７３，鑑定の結果）によれば，被控訴人におけるＤＳカ

ード１本当たりの利益の額は，別紙逸失利益額一覧表記載のとおり，１２表題が●

（省略）●円を下らず，９２表題が●（省略）●円を下らないことが認められるか

ら，その平均額は，次の計算式のとおり，●（省略）●円を下らない。 

 (計算式) 

 (●（省略）●円×12 表題＋●（省略）●円×92 表題)÷(12 表題＋92 表題)＝●

（省略）●円                      （小数点未満切捨て） 

 (ｲ) 本件ＤＳ用マジコン１台当たりのＤＳカードが事実上販売できなくなった

本数について 

 ａ 証拠（甲１７７，１９０の１ないし５，１９５の４及び５，２３０ないし２

３２，２３３の１ないし４，乙ニ５２）によれば，①国内におけるＤＳ本体１台当

たりのＤＳカードの年間販売数を示す年間タイレシオ（ＤＳカードの年間販売数÷

ＤＳ本体の累積販売数）と国内におけるＤＳ本体１台当たりのＤＳカードの累積販

売数を示す累積タイレシオ（ＤＳカードの累積販売数÷ＤＳ本体の累積販売数）は，

別紙ＤＳ本体とＤＳカードのタイレシオ記載のとおりであり，年間タイレシオは，

平成１６年１２月から平成１７年１２月までが３．２４６本，平成１８年が３．２

３６本とほぼ一定であったのに対し，平成１９年が１．９９７本，平成２０年が１．

３１２本，平成２１年が０．９７５本と毎年大きく減少していること，②ＤＳ用マ

ジコンを購入した者は以後ＤＳカードを購入せず（後記ｂ），ＤＳ用マジコンの普及

率を１０パーセントと仮定した場合，ＤＳ用マジコンの販売がなければ，平成１９

年以降の年間タイレシオは，２．１８８本ないし１．０８３本，同２０パーセント

と仮定した場合，２．４９６本ないし１．２１９本となると考えられること，③ゲ

ーム業界は，平成１８年以降，拡大し続けていて，平成２０年後半に始まった不況

下においても，単価が他のレジャーに比べて安いこと等から，むしろ売上げが増加

していたこと，④ＤＳ用マジコンは，平成１７年４月ころから販売されていたが，
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Ｒ４がその使いやすさゆえに平成１８年１２月ころから爆発的に販売されるように

なったこと，⑤被控訴人は，平成１９年以降，ゲーム機「Ｗｉｉ」向けのゲームソ

フトの製作，販売に注力するようになり，ＤＳ本体向けのゲームソフトでヒットす

る作品が出なかった一方で，平成２０年にはソニーの販売する携帯型ゲーム機「プ

レイステーション・ポータブル」向けのゲームソフトで，平成２１年には株式会社

スクウェア・エニックスの販売するＤＳ本体向けのゲームソフトで，それぞれヒッ

トする作品が出たことが認められる。 

 前記認定の事実に，年間タイレシオは漸減していくのが通常であることや，被控

訴人の販売するゲーム機「Ｗｉｉ」における年間タイレシオの減少具合を併せ考慮

すると，本件ＤＳ用マジコンの譲渡がなかったと仮定した場合の平成１９年から平

成２１年までの間の年間タイレシオは，少なくとも平均２本はあったと認めるのが

相当である。 

 控訴人Ｘ１は，年間タイレシオは，損害賠償を請求する平成１９年から平成２１

年までの実際の本数を用いるべきであると主張する。しかし，平成１９年から平成

２１年までの実際の年間タイレシオは，ＤＳ用マジコンの譲渡による影響を受けた

数値であって，ＤＳ用マジコンの譲渡がなかった場合のＤＳカードの年間販売数を

意味しないから，控訴人Ｘ１の上記主張は，採用することができない。 

 ｂ 前記認定の事実によれば，インターネットやゲーム雑誌，テレビ，新聞等は，

遅くとも平成１９年１月から，ＤＳ用マジコンを用いれば，ＤＳカードを購入しな

くても，無償で，ＤＳ本体においてゲーム等をすることができるようになることを

多数紹介し，広く知られていた上，証拠（甲８ないし２０，３３の１及び２，３４

の３，１５０，乙ニ１４，１６，１７）及び弁論の全趣旨によれば，①インターネ

ット上には無料でＤＳプログラムがダウンロードできるウェブサイト等が多数あり，

多数のＤＳプログラムが掲載されていること，②これらのウェブサイトには，時に

は正規のＤＳカードの発売以前にＤＳプログラムが掲載されることすらあること，

③ＤＳ用マジコンを取得した者は，実際にＤＳカードを購入しなくなったこと，④
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ＤＳ用マジコンを用いてもＤＳプログラムを実行するのに支障はなく，むしろ多数

のＤＳプログラムを一枚のＭｉｃｒｏＳＤカードに記録できるなどの利便性がある

こと，これらの事実を総合すれば，ＤＳマジコンを購入した者においては，（少なく

とも被控訴人が損害賠償を請求する期間においては）ＤＳカードを購入しないのが

むしろ合理的な行動であると認められ，そうすると，ＤＳカードの販売業者は，Ｄ

Ｓ用マジコンが譲渡されると，販売することができたはずのＤＳカードを販売する

ことが事実上できなくなったものと認められる（なお，社団法人コンピュータソフ

トウェア著作権協会が平成２２年９月に実施したアンケート調査の結果によれば，

ＤＳ本体とＤＳ用マジコンを保有している者のうち，ＤＳ用マジコンの利用によっ

てＤＳカードを購入する頻度が減ったのは２０．５％にとどまっているが（甲１９

２の１２５頁），これは，自己に不利益な回答を差し控えたことによるものと推認さ

れる。）。 

 また，例外的な場合を除いては，ＤＳ本体１台について複数のＤＳ用マジコンを

所持する理由はないと考えられるから，被控訴人は，本件ＤＳ用マジコン 1 台の販

売によって，対応するＤＳ本体１台分のＤＳカードを販売することが事実上できな

くなったと認めるのが相当である。 

 ｃ 被控訴人が損害賠償を求める期間の控訴人らによる本件ＤＳ用マジコンの販

売台数は後記(ｳ)のとおりであるところ，同期間の当初に販売した本件ＤＳ用マジコ

ンは同期間の末に販売した本件ＤＳ用マジコンよりも多くのＤＳカードについて販

売することを事実上できなくしていることになる。この点，控訴人らが本件ＤＳ用

マジコンを販売した期間中の総ての日について何台の本件ＤＳ用マジコンを販売し

たのかを的確に認定するに足りる資料があるわけではないから，本件ＤＳ用マジコ

ン１台について何本のＤＳカードが事実上販売できなくなったかを推計する限りに

おいては，本件ＤＳ用マジコンが販売された期間中のいずれの日にも同数の本件Ｄ

Ｓ用マジコンの販売があったと仮定するのが合理的である。また，本件ＤＳ用マジ

コンがＤＳカードを事実上販売できなくした本数は，販売されてからの期間に比例
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するとするのが合理的である。 

 他方，証拠（甲１８４）によれば，ＤＳカードの国内販売数における被控訴人の

市場占有率は●（省略）●％であると認められる。 

 ｄ そうすると，控訴人Ｘ１のシーフォートマジコンの販売期間は平成２０年２

月１３日から平成２１年９月３０日までの５９６日間，控訴人メディアらのメディ

アマジコンの販売期間は平成１９年２月７日から平成２１年９月３０日までの９６

７日間であるから，各控訴人らについて，本件ＤＳ用マジコンの１台の販売によっ

て，本件ＤＳ用マジコンが販売された期間中に事実上販売することができなくなっ

た被控訴人のＤＳカードの平均本数は，次の計算式のとおり，控訴人Ｘ１について

●（省略）●本，控訴人メディアらについて●（省略）●本であると認められる。 

（計算式） 

 控訴人Ｘ１：2 本×（596 日／365 日）÷2×●（省略）●％＝●（省略）●本 

 控訴人メディアら：2 本×（967 日／365 日）÷2×●（省略）●％＝●（省略）

●本                       （小数点４位で切り捨て） 

 ｅ 控訴人メディアらは，①ＤＳカードを購入しない者は，ＤＳ用マジコンが譲

渡されなくても，購入しないし，逆にＤＳ用マジコンが譲渡されれば，購入するよ

うになる，②ＤＳカードを購入する者は，ＤＳプログラムをダウンロードして試用

した後でも，ＤＳカードを購入する，③ウェブサイト上にＤＳプログラムがアップ

ロードされれば宣伝効果が生じる，④被控訴人の累積タイレシオは年々増加してい

るから，本件ＤＳ用マジコンの譲渡により，被控訴人が販売することができたはず

のＤＳカードを販売することができなくなったとはいえないと主張する。しかし，

控訴人メディアらの主張する①ないし③の事実を的確に認めるに足りる証拠はない

（なお，経済産業研究所のＨは，ＤＶＤの売上げとウェブサイト「ＹｏｕＴｕｂｅ」

における再生数の関係について①ないし③と同様の関係が存在する旨を指摘してい

るが（乙ニ２３），ＤＳカードの売上げとＤＳ用マジコンによるＤＳプログラムのダ

ウンロード数の関係については妥当しない旨を述べている（甲１９３）。）。また，④
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について，累積タイレシオは，年ごとのＤＳカードの販売数を示すものではないか

ら，ＤＳ用マジコンの譲渡による影響の有無を直接示すものではない。したがって，

控訴人メディアらの上記主張は，採用することができない。 

 また，控訴人メディアらは，平成１９年から平成２１年までの年間タイレシオを

控除すべきであると主張する。しかし，以上は，本件ＤＳ用マジコン１台の販売に

よって何本のＤＳカードが事実上販売できなくなったかを認定し，この本数に控訴

人らが譲渡したと認められる本件ＤＳ用マジコンの台数を乗ずることで，被控訴人

の損害を求めようとするものであるから，実際の年間タイレシオを控除する理由は

ない（本件ＤＳ用マジコンの譲渡がなかった場合の年間タイレシオから実際の年間

タイレシオを控除し，これにＤＳ本体の販売台数を乗ずることで，本件ＤＳ用マジ

コン全体による損害を認定しようとするのであれば，実際の年間タイレシオを考慮

する意味があると思われるが，そのような方式を採用するわけではない。）。控訴人

メディアらの上記主張は，採用することができない。 

 (ｳ) 本件ＤＳ用マジコンの譲渡数について 

 ａ 控訴人Ｘ１について 

 (a) 証拠（甲９３の１ないし３，２０９，２１０及び２１１の各２，２５２，乙

ハ１９，鑑定の結果）によれば，次の事実が認められる。 

 ⅰ 控訴人Ｘ１は，マジカルと共同して，平成２０年８月１１日から同年１１月

１３日までの９５日間，フリーマーケットサイト「ムスビー」で，Ｒ４を４８６台，

ＤＳＴＴを２２８台販売した。 

 ⅱ 控訴人Ｘ１は，マジカルと共同して，オークションサイト「Ｙａｈｏｏ！オ

ークション」で，ＤＳＴＴを平成２０年８月１８日から同年１０月１４日までの５

８日間，Ｒ４を同年８月２１日から同年１２月１７日までの１１９日間販売した。 

 １日当たりの販売台数は，フリーマーケットサイト「ムスビー」での１日当たり

の販売台数と同様であった。 

 ⅲ 控訴人Ｘ１は，マジカルと共同して，平成２０年１２月１０日から同月２５
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日までの１６日間，ウェブサイト「マジカル上海」上で，Ｒ４を１３８３台，ＤＳ

ＴＴを１９０２台販売した。 

 ⅳ 控訴人Ｘ１は，マジカルと共同して，平成２１年３月１５日以降，Ｒ４やＤ

ＳＴＴ，Ｒ４ｉを店舗での販売用とインターネット上での販売用に半分に分けて，

同数程度販売した。 

 Ｒ４ｉの１日当たりの販売台数は，Ｒ４の１日当たりの販売台数と同様であった。 

 (b) 前記(a)認定の事実によれば，控訴人Ｘ１は，マジカルと共同して，次の計

算式のとおり，①ウェブサイト「マジカル上海」上で，Ｒ４を平成２０年２月１３

日から平成２１年９月３０日までの５９６日間にわたり５万１５１６台，ＤＳＴＴ

を平成２０年５月２日から平成２１年９月３０日までの５１７日間にわたり６万１

４５８台販売し，②オークションサイト「Ｙａｈｏｏ！オークション」で，ＤＳＴ

Ｔを１３９台，Ｒ４を６０８台販売し，③店舗で，平成２１年３月１５日から同年

９月３０日までの２００日間，Ｒ４を１万７２８７台，ＤＳＴＴを２万３７７５台，

Ｒ４ｉを１万７２８７台販売したと認められる（なお，被控訴人は，店舗での販売

総数と開店前からのインターネット上での販売総数が同じであるとしているが（甲

２０９），採用し難い。）。 

 (計算式) 

 1383 台÷16 日×596 日＝5 万 1516 台（マジカル上海，Ｒ４） 

 1902 台÷16 日×517 日＝6 万 1458 台（マジカル上海，ＤＳＴＴ） 

 228 台÷95 日×58 日＝139 台（Ｙａｈｏｏ！，ＤＳＴＴ） 

 486 台÷95 日×119 日＝608 台（Ｙａｈｏｏ！，Ｒ４） 

 1383 台÷16 日×200 日＝1 万 7287 台（店舗，Ｒ４・Ｒ４ｉ） 

 1902 台÷16 日×200 日＝2 万 3775 台（店舗，ＤＳＴＴ） 

                      （小数点未満切捨て） 

 (c) そうすると，控訴人Ｘ１は，マジカルと共同して，次の計算式のとおり，平

成２０年２月１３日から平成２１年９月３０日までにＲ４を６万９８９７台，ＤＳ
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ＴＴを８万５６００台，Ｒ４ｉを１万７２８７台，合計１７万２７８４台販売した

ものである。 

 控訴人Ｘ１は，年末商戦等の販売時期による調整が必要であると主張する。しか

し，前記(1)アのとおり，平成１８年１２月にはＲ４が約２時間で完売したり，平成

２０年５月にはＤＳＴＴが対応しきれないほどに売れすぎたり，同年１１月にはＲ

４やＤＳＴＴの発送業務が間に合わず，宅配便の契約を増やしたりしていたもので

ある。また，証拠（甲３５，１８２，乙ハ１９）によれば，ＤＳ用マジコンは，入

荷して店頭に出すとすぐに売り切れるほどの人気商品であったことが認められるか

ら，販売時期による調整を行うことは相当でない。控訴人Ｘ１の上記主張は，採用

することができない。 

 (計算式) 

 Ｒ４：5 万 1516 台＋486 台＋608 台＋1 万 7287 台＝6 万 9897 台 

 ＤＳＴＴ：6 万 1458 台＋228 台＋139 台＋2 万 3775 台＝8 万 5600 台 

 合計：6 万 9897 台＋8 万 5600 台＋1 万 7287 台＝17 万 2784 台 

 ｂ 控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａについて 

 (a) 証拠（甲２３４，２３５の２，乙ニ２７ないし２９，４４，５０，５１，鑑

定の結果）によれば，次の事実が認められる。 

 ⅰ 控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａは，共同して，Ｒ４を平成１９年４月

５日から平成２０年３月１７日までの３４８日間にわたり８９９１台，ＤＳＴＴを

平成１９年１２月２８日から平成２０年５月１９日までの１４４日間にわたり１万

０８２０台，Ｍ３さくらを平成２０年６月１日から平成２１年６月１８日までの３

８３日間にわたり２万８５９０台卸販売した。 

 ⅱ 控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａは，共同して，Ｒ４を平成１９年２月

７日から同年７月２７日までの１７１日間にわたり６５０台，ＤＳＴＴを平成２０

年２月８日から同年３月１３日までと同年６月１日から同月３日までの合計３８日

間にわたり１０８台，Ｍ３さくらを同月１日から平成２１年９月３０日までの４８
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７日間にわたり９４３８台通信販売した。 

 また，控訴人メディアと控訴人Ｍｅｄｉａは，共同して，Ｒ４とＤＳＴＴを平成

２０年５月１日から同月２４日までの２４日間にわたり通信販売した。 

 (b) 前記(a)認定の事実によれば，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａは，次

の計算式のとおり，①Ｒ４を平成１９年２月７日から平成２０年５月２４日までの

４７３日間にわたり１万２２２０台，ＤＳＴＴを平成１９年１２月２８日から平成

２０年５月２４日までの１４９日間にわたり１万１１９５台，Ｍ３さくらを同月３

０日から平成２１年６月１８日までの３８５日間にわたり２万８７３９台卸販売し，

②Ｒ４を平成１９年２月７日から同年７月２７日までと平成２０年５月１日から同

月２４日までの合計１９５日間にわたり７４１台，ＤＳＴＴを平成２０年２月８日

から同年３月１３日までと同年５月１日から同月２４日まで，同年６月１日から同

月３日までの合計６２日間にわたり１７６台，Ｍ３さくらを同年５月３０日から平

成２１年９月３０日までの４８９日間にわたり９４７６台通信販売したと認められ

る。 

 (計算式) 

 8991 台÷348 日×473 日＝1 万 2220 台（卸，Ｒ４） 

 1 万 0820 台÷144 日×149 日＝1 万 1195 台（卸，ＤＳＴＴ） 

 2 万 8590 台÷383 日×385 日＝2 万 8739 台（卸，Ｍ３さくら） 

 650 台÷171 日×195 日＝741 台（通信販売，Ｒ４） 

 108 台÷38 日×62 日＝176 台（通信販売，ＤＳＴＴ） 

 9438 台÷487 日×489 日＝9476 台（通信販売，Ｍ３さくら） 

                         （小数点未満切捨て） 

 (c) そうすると，控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａは，次の計算式のとおり，

平成１９年２月７日から平成２０年５月２４日までにＲ４を１万２９６１台，平成

１９年１２月２８日から平成２０年６月３日までにＤＳＴＴを１万１３７１台，平

成２０年５月３０日から平成２１年９月３０日までにＭ３さくらを３万８２１５台，
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合計６万２５４７台販売したものである。 

 (計算式) 

 Ｒ４：1 万 2220 台＋741 台＝1 万 2961 台 

 ＤＳＴＴ：1 万 1195 台＋176 台＝1 万 1371 台 

 Ｍ３さくら：2 万 8739 台＋9476 台＝3 万 8215 台 

 合計：1 万 2961 台＋1 万 1371 台＋3 万 8215 台＝6 万 2547 台 

 (ｴ) 損害額について 

 したがって，被控訴人は，逸失利益と８％相当額の弁護士費用として，次の計算

式のとおり，控訴人Ｘ１によるシーフォートマジコンの譲渡により平成２０年２月

１３日から平成２１年９月３０日までの間に●（省略）●円の損害を，控訴人メデ

ィア及び控訴人Ｍｅｄｉａによるメディアマジコンの譲渡により平成１９年２月７

日から平成２１年９月３０日までの間に●（省略）●円の損害をそれぞれ受けた。 

 

 (計算式) 

 控訴人Ｘ１：●（省略）●円×●（省略）●本＝●（省略）●円 

       ●（省略）●円×17 万 2784 台×1.08＝●（省略）●円 

 控訴人メディア及び控訴人Ｍｅｄｉａ： 

       ●（省略）●円×●（省略）●本＝●（省略）●円 

       ●（省略）●円×6 万 2547 台×1.08＝●（省略）●円 

                        （小数点未満切捨て） 

 (ｵ) 過失相殺について 

 証拠（甲５３）によれば，被控訴人は，これまで，いわゆる「コピーゲーム」を

蔵置している海外のサーバー管理者やそのアドレスを掲示しているいわゆる「ＲＯ

Ｍサイト」の開設者に対して，繰り返しその削除を要請し，その相当数を削除して

もらっているものの，すぐに再びアップロードされていることが認められるから，

被控訴人は，損害の拡大を防止する努力をしていると認められ，被控訴人に格別の
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過失があるとはいえない。 

 (4) 被控訴人の差止め及び損害賠償の請求が権利の濫用に該当するか（争点６）

について 

 控訴人Ｘ１は，被控訴人による差止め及び損害賠償の請求は，私的独占状態を守

る目的に出たものであって，権利の濫用に当たると主張する。しかし，被控訴人が

ライセンスを締結した者にのみＤＳ本体で利用可能なソフトウエアの製造を許すこ

とは，ソフトウエアの品質を管理する上でも意義を有すると考えられること，被控

訴人以外にも各社が互換性のないゲーム機をそれぞれ開発して販売していることか

らすれば，控訴人Ｘ１の主張は採用の限りではない。また，控訴人メディアらも，

被控訴人の請求は権利の濫用である旨を主張するが，採用の限りではない。 

３ 結論 

 以上によれば，被控訴人の差止め及び廃棄の請求は，差止めの請求について，控

訴人Ｘ１に対し別紙物件目録記載１の各ＤＳ用マジコン（シーフォートマジコン）

の譲渡，輸入等の差止め，控訴人Ｍｅｄｉａに対し同目録記載２の各ＤＳ用マジコ

ン（メディアマジコン）の譲渡，輸入等の差止めを求める限度で理由があるが，そ

の余は理由がなく，廃棄の請求については，控訴人らが本件ＤＳ用マジコンを保有

していることを認めるに足りる証拠がないから，理由がないことになる（この点に

ついての被控訴人による不服の申立てもない。）。 

 また，被控訴人の控訴人Ｘ１に対する損害賠償の請求は，損害金●（省略）●円

の一部である５７３７万５０００円及びこれに対する不法行為の後の日であり，マ

ジカルに対する訴状送達の日の翌日である平成２１年１２月１１日から支払済みま

で民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で，被控訴人の控

訴人メディアらに対する損害賠償の請求は，損害金●（省略）●円の一部である３

８２５万円及びこれに対する不法行為の後の日であり，控訴人Ｍｅｄｉａに対する

訴状送達の日の翌日である平成２２年４月２５日から支払済みまで民法所定の年５

分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で，それぞれ理由があるが，そ
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の余は理由がないことになる。 

 そうすると，これと結論を同じくする原判決は相当であって，控訴人らによる控

訴はいずれも理由がないから棄却されるべきこととなる。よって，主文のとおり判

決する。 

 

    知的財産高等裁判所第１部 

 

 

 

         裁判長裁判官                       

                     飯   村   敏   明 

 

 

 

            裁判官                       

    小   田   真   治 

 

    裁判官八木貴美子は，差し支えのため署名押印することができない。 

 

 

 

         裁判長裁判官                       

                     飯   村   敏   明 
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（別紙）物件目録 

１(1) Ｒ４ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ＤＳ 

 (2) ＤＳＴＴ ｆｏｒ ＮＤＳ／ＮＤＳＬ 

 (3) Ｒ４ｉ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ＤＳ 

２(1) Ｒ４ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ＤＳ 

 (2) ＤＳＴＴ ｆｏｒ ＮＤＳ／ＮＤＳＬ 

 (3) Ｍ３さくら
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（別紙）ＤＳ本体とＤＳカードのタイレシオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（タイレシオは小数点４位以下四捨五入） 

期間（年号は平成） ＤＳカード ＤＳ本体 年間タイレシオ 累積タイレシオ 

16年12月～17年12月 1850万本 570万台 3.246本 3.246本 

18年1月～12月 4670万本 

(累計6520万本) 

873万台 

(累計1443万台) 

3.236本 4.518本 

19年1月～12月 4325万本 

(累計1億0845万本) 

723万台 

(累計2166万台) 

1.997本 5.007本 

20年1月～12月 3367万本 

(累計1億4212万本) 

401万台 

(累計2567万台) 

1.312本 5.536本 

21年1月～9月 2057万本 

(累計1億6269万本) 

245万台 

(累計2812万台) 

0.975本 5.786本 
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逸失利益額一覧表 

●（省略）● 


